
資料 11-1 

中部電力株式会社浜岡原子力発電所の安全確保に係る連絡体制に関する覚書 

 

長野県（以下「甲」という。）と中部電力株式会社（以下「乙」という。）は、

浜岡原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全確保に係る連絡体制について、

県民の不安を解消することを目的として、次のとおり覚書を交換する。 

 

（異常時の通報） 

第１条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲に対し、その内容を直

ちに通報するととともに、その対策について速やかに報告するものとする。 

（１）原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１０条第１項に

規定する事象が発生したとき。（特定事象通報） 

（２）原災法第１５条第１項各号のいずれかに該当するとき。（原子力緊急事態

宣言） 

（３）不測の事態により、発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚

染された物が漏えいしたとき。 

（４）気体状又は液体状の放射性廃棄物の放出量が、乙が定める原子炉施設保

安規定に基づく放出 管理目標値を超えたとき。 

（５）原子炉の運転中において、原子炉施設の故障等により、原子炉の運転が

停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき。 

（６）原子炉の運転停止中において、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのあ

る原子炉施設の故障があったとき。 

（７）発電所の敷地内において火災が発生したとき。 

（８）発電所に係る放射性物質が盗取され、又は所在不明となったとき。 

（９）長野県内において発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚染

された物の輸送中に事故が発生したとき。 

（10）その他発電所の安全確保に関し国に報告する事項又は前各号に準ずる異

常が発生したとき。 

 

（平常時の連絡体制） 

第２条 甲及び乙は、それぞれの実務担当者で構成する発電所に係る連絡会（以

下「連絡会」という。）を定期的に開催し、相互の連携の強化を図るものとする。 

２ 連絡会の運営に当たって、甲が乙に協力を求めた場合は、乙はこれに応ずる

ものとする。 

３ 連絡会の日時、場所、協議内容等は、甲及び乙が協議の上決定するものとし、

連絡会の庶務は長野県危機管理部危機管理防災課において処理する。 

４ 連絡会において、乙は、甲に対し、発電所の安全確保対策に係る次に掲げる

事項を報告するものとする。 

（１）発電所の原子炉施設及びこれに関連する施設等の新設及び増設並びに重
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要な変更に関する事項 

（２）発電所その他原子力発電の安全確保対策に係る計画及びその実施状況 

（３）発電所の安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項 

 

（その他） 

第３条 この覚書に関し必要な事項及び定めのない事項については、甲及び乙が協議し

て別に定めるものとする。 

 

この覚書を交換するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ１通を保管する。 

    

平成２４年２月１３日 

    

    

                    長野市大字南長野字幅下６９２番地２ 

                  甲  長野県知事    阿 部 守 一 

    

    

                    名古屋市東区東新町１番地 

                  乙  中部電力株式会社 

                      代表取締役社長 

                      社長執行役員   水 野 明 久 
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資料 11-2 

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の安全確保に係る連絡体制に関する 

覚書 

 

長野県（以下「甲」という。）と東京電力株式会社（以下「乙」という。）は、柏崎刈

羽原子力発電所（以下「発電所」という。）の安全確保に係る連絡体制について、県民

の不安を解消することを目的として、次のとおり覚書を交換する。 

（異常時の通報） 

第１条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲に対し、その内容を直ちに通

報するとともに、その対策について速やかに報告するものとする。 

（１）原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第６条の２第１項に基づ

き原子力規制委員会が制定する原子力災害対策指針の警戒事態に該当する事象が

発生したとき。 

（２）原災法第１０条第１項に規定する事象が発生したとき。（特定事象通報） 

（３）原災法第１５条第１項各号のいずれかに該当するとき。（原子力緊急事態宣言 

（４）不測の事態により、発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚染された

物が漏えいしたとき。 

（５）気体状又は液体状の放射性廃棄物の放出量が、乙が定める原子炉施設保安規定に

基づく放出管理目標値を超えたとき。 

（６）原子炉の運転中において、原子炉施設の故障等により、原子炉の運転が停止した

とき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき。 

（７）原子炉の運転停止中において、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉 

施設の故障があったとき。 

（８）発電所の敷地内において火災が発生したとき。 

（９）発電所に係る放射性物質が盗取され、又は所在不明となったとき。 

（10）長野県内において発電所に係る放射性物質又は放射性物質によって汚染された物

の輸送中に事故が発生したとき。 

（11）その他発電所の安全確保に関し国に報告する事項又は前各号に準ずる異常が発生

したとき。 

（平常時の連絡体制） 

第２条 甲及び乙は、それぞれの実務担当者で構成する発電所に係る連絡会（以下「連

絡会」という。）を定期的に開催し、相互の連携の強化を図るものとする。 

２ 連絡会の運営に当たって、甲が乙に協力を求めた場合は、乙はこれに応ずるものと

する。 

３ 連絡会の日時、場所、協議内容等は、甲及び乙が協議の上決定するものとし、連絡

会の庶務は長野県危機管理部危機管理防災課において処理する。 

４ 連絡会において、乙は、甲に対し、発電所の安全確保対策に係る次に掲げる事項を

報告するものとする。 

（１）発電所の原子炉施設及びこれに関連する施設等の新設及び増設並びに重要な変更
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に関する事項 

（２）発電所その他原子力発電の安全確保対策に係る計画及びその実施状況 

（３）発電所の安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項 

（その他） 

第３条 この覚書に関し必要な事項及び定めのない事項については、甲及び乙が協議し

て別に定めるものとする。 

 

この覚書を交換するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ１通を保管する。 

 

平成２４年２月１５日 

長野県長野市大字南長野字幅下６９２番地２ 

 

甲 長野県知事 阿 部 守 一 

 

東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

 

乙 東京電力株式会社 

代表執行役社長 廣瀬直己 

 

 

改定履歴 

平成２６年７月１５日 一部改定 
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資料 11-3 

長野県放射性物質事故災害等対策指針 

 

第１章 総則 

１ 目的 

  この指針は、長野県の地域に係る放射性同位元素等取扱事業所事故及び放射性物質

の不法廃棄による災害（以下「放射性物質事故災害等」という。）に関する対策につ

いて、必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、

県民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 

 

２ 定義 

   この指針における用語の意義は次のとおりとする。 

・「放射性物質」…原子力基本法第３条第１項に規定する核燃料物質、核原料物質及び

放射性同位元素等による放射線障害の防止等に関する法律（以下「放射線障害防止法」

という。）第２条第２項に規定する放射性同位元素並びにこれらの物質により汚染さ

れたものをいう。 

・「放射性同位元素等取扱事業者」…放射線障害防止法第３条、第３条の２、第３条の

３、第４条及び第４条の２に規定する放射性同位元素の許可使用者、届出使用者、表

示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者をいう。 

・「放射性同位元素等取扱事業所」…放射線同位元素等取扱事業者が許可又は届出を行

っている工場又は事業所をいう。 

 

 

第２章 放射性物質に係る事故災害等予防対策 

 放射性物質事故災害等に対する第３章に掲げる応急対策が迅速かつ円滑に行われる

よう平常時から準備するほか、以下の対応を行う。 

 

１ 放射性同位元素等取扱事業所に係る事故災害予防対策  

(1) 放射性同位元素等取扱事業所の把握等 

県及び市町村は、文部科学省、消防庁等からの情報等を基に、放射性同位元素等

取扱事業所の所在地、取扱物質の種類等の把握に努めるものとする。（危機管理部） 

(2) 放射性同位元素等取扱事業所の事前調査 

消防機関は、管轄する区域内の放射性同位元素等取扱事業所について、施設配

置・立地状況等、危険時の施設管理者等の配置体制・自衛消防組織・消防設備等の

状況、放射性物質の種類・性質・数量・保管場所等、放射性廃棄物の所在と危険度、

火災等事故時における関係機関との役割分担・連携方法及び消防活動上の留意点
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（危険区域の範囲、放射性物質等の適当な消火方法等）を、予防査察等により事前

に調査しておくものとする。 

(3) 放射線検出体制の整備 

消防機関は、放射線危険区域の設定等の判断資料を得るため、放射線検出体制及

び連携方法について、事業所側と予め協議し、定めておくものとする。 

(4) 消火活動体制の整備 

消防機関は、被ばくや汚染のおそれを十分勘案し、事業所の防災責任者を含めた

消防本部及び消防団の指揮命令系統を予め整備しておく。更に、事前に調査した事

項を踏まえ、火災発生時の現場で実際に活用できるよう、警防計画の作成に努める

ものとする。 

 

２ 防護資機材の整備 

県、市町村、警察及び消防機関は、放射性物質事故災害等に備えて、放射線被ばく

線量検出及び救助・救急活動に必要な防災資機材の整備に努めるものとする。 

 

 

第３章 災害応急対策及び復旧 

 放射性物質事故災害等に係る災害応急対策及び復旧につき、下記以外の項目について

は、長野県地域防災計画原子力災害対策編第３章及び第４章を準用する。 

 

第１節 放射性同位元素等取扱事業所事故対策 

１ 事故発生直後の情報の収集・連絡 

(1)  放射性同位元素等取扱事業者等の事故情報等の連絡 

       放射性同位元素等取扱事業者等は、地震、火災その他の災害が起こったことに

より、放射線障害が発生するおそれのある場合、又は発生した場合においては、

直ちにその旨を警察署に通報する。また、放射性同位元素等取扱事業者等は、遅

滞なく、その旨を文部科学省に届け出ることとする。（放射線障害防止法第 33

条第２項、第３項）。併せて消防本部にも通報する。 

(2) 県は警察本部等から連絡を受けた場合は、直ちにその旨を消防庁に報告する。

併せて関係市町村に連絡する。 

(3) 市町村は、放射性同位元素等取扱事業所において、火災の発生（発生のおそれ

があるものを含む。）を覚知した場合には、第一報を県及び消防庁に対して、原則

として覚知後 30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告するものとする。 
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(4) 放射性同位元素等取扱事業所の事故発生に係る連絡系統  

 

放 

射 

性 

同 

位 

元 

素 

取 

扱 

事 

業 

者 

等 

  

 

文部科学省 

 

 

 

  消防本部 

 

  市町村 

 

県 

  

消 防 庁 

 

  

 

  警察署 

 

 警察本部 

  

警 察 庁 

 

  

 

            

 

２ 活動体制 

(1)  放射線同位元素等取扱事業者の活動体制 

       放射線同位元素等取扱事業者は、事故の拡大防止のため、必要な応急措置を迅

速に講じるものとする。 

       また、放射線同位元素等取扱事業者は、事故発生後直ちに人命救助、消火、汚

染防止、立入制限等事故の状況に応じた応急措置を講じるものとし、警察官又は

消防吏員の到着後は、必要な情報を警察官又は消防吏員に提供するものとする。 

  (2) 警察機関の対応  

       事故の通報を受けた最寄りの警察署は、事故の状況把握に努めるとともに、事

故の状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、放射線同位元素等取扱事

業者と協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施するものと

する。 

(3)  消防機関の対応 

       事故の通報を受けた管轄の消防本部は、直ちにその旨を県及び市町村に報告す

るとともに、事故の状況の把握に努め、事故の状況に応じて、消防職員の安全確

保を図りながら、放射線同位元素等取扱事業者と協力して、火災の消火、救助、

救急等必要な措置を実施するものとする。 
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 ３ 放射性物質の除去等 

   放射線同位元素等取扱事業者は、関係市町村並びに防災関係機関との連携を図

りつつ、事故終息後も汚染拡大防止に努めるとともに、状況に応じて事故現場及

び周辺環境における放射性物質の除去・除染を行うものとする。 

 

第２節 放射性物質の不法廃棄事案の対策 

１ 不法廃棄事案発生時の情報伝達 

(1) 情報の収集・連絡 

ア 放射性同位元素等取扱事業所外において放射性物質を発見した者は、直ちにそ

の旨を管轄の消防本部、最寄りの警察署に通報し、通報を受けた消防本部は市

町村に、警察署は警察本部に連絡する。 

イ 連絡を受けた市町村は、県に報告するものとし、県は文部科学省及び消防庁に

報告する 

    ウ 不法廃棄事案発生時の情報収集・連絡系統 

        不法廃棄事案発生時の情報収集・連絡系統は次のとおりとする。 

 

 

 発 

 
 

 見 

 

 者 

 

 
文部科学省 

119番 
  

 
  

 
 

 

 消防本部 

  

 市町村 

  

  県 

 
   

 

 
消 防 庁 

 

 

110番 
  

 
  

 
 

警察署  警察本部  警 察 庁    

 

 

(2)  報告後の対応 

       国、県、市町村及びその他関係機関は、相互に密接な連携を図り対応すること

とする。 

 

２ 活動体制の確立 

(1) 県の活動体制（危機管理部・環境部） 

ア 県は、不法廃棄の通報を受けた場合、状況に応じて職員の非常参集、情報の収
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集、連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、市町村及びその他関係

機関と緊密な連携を図りつつ状況の把握に努めるものとする。 

    イ 県は、国との連絡調整をはかりつつ、専門的知識を有する職員の派遣、必要な

人員及び資機材の提供など対策についての支援・協力を要請するものとする。 

  (2) 市町村の活動体制 

       市町村は、不法廃棄の通報を受けた場合、状況に応じて職員の非常参集、情報

収集、連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、県及び関係機関と緊密な連

携を図りつつ、状況の把握に努めるものとする。 

  (3) 警察機関の対応  

       不法廃棄の通報を受けた最寄りの警察署は、不法廃棄の状況把握に努めるとと

もに、状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、人命救助、避難誘導、

交通規制等必要な措置を実施するものとする。 

(4)  消防機関の対応 

       不法廃棄の通報を受けた管轄の消防本部は、直ちにその旨を県及び市町村に報

告するとともに、不法廃棄の状況の把握に努め、状況に応じて、消防職員の安全

確保を図りながら、火災の消火、救助、救急等必要な措置を実施するものとする。 

 

３ 放射性物質の除去等 

    県及び市町村は、必要に応じて不法廃棄された放射性物質の処理及び除染作業を行

う。また、放射性物質を不法廃棄した者は、環境の汚染への対処に関し、誠意を持っ

て必要な措置を講ずる。（環境部） 
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資料11-4　県内の放射線障害防止法対象事業所数（平成２３年４月１日現在）

密封型 非密封型 発生装置

使用事業所 91 74 7 10

販売事業所 3 3 0 0

賃貸事業所 3 3 0 0

廃棄事業所 0 0 0 0

計 97 80 7 10

文部科学省ホームページ＞原子力・放射線安全確保＞規制の現状より
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/boushihou/1261253.htm

※1 事業所種別

　使用事業所

　販売・賃貸事業所

　廃棄事業所

※2　使用区分内訳

　密封型

　非密封型

　発生装置

使用区分内訳（※2）
事業所種別（※1） 事業所数

サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる
装置

密封された放射性同位元素を扱う事業所

密封されていない放射性同位元素を扱う事業所

放射線障害防止法第3条による許可を受けている事業所及び第3条の2による届出
を行っている事業所

同法第4条による届出を行っている事業所

同法第4条の2による許可を受けている事業所
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（参考）
　放射線同位元素等規制法の対象事業所一覧（令和６年４月１日現在）

密 非 発

信州大学繊維学部
386-
8567

長野県上田市常田三丁目１５番１号 ○ 教
使第
376 号

60

長野県厚生農業協同組合連合会　佐久
総合病院

384-
0301

長野県佐久市臼田１９７番地 ○ 医
使第
420 号

59

信州大学ヒト環境科学研究支援センター
390-
8621

長野県松本市旭三丁目１番１号 ○ 教
使第
489 号

60

長野県厚生農業協同組合連合会　北信
総合病院

383-
8505

長野県中野市西１丁目５番６３号 ○ 医
使第
584 号

59

信州大学医学部附属病院
390-
8621

長野県松本市旭三丁目１番１号 ○ ○ 医
使第
586 号

61

独立行政法人国立病院機構　信州上田
医療センター

386-
8610

長野県上田市緑ケ丘一丁目２７番２１
号

○ 医
使第
1909 号

71

独立行政法人国立病院機構　まつもと医
療センター　松本病院

399-
8701

長野県松本市村井町南２丁目２０番３
０号

○ 医
使第
2329 号

73

株式会社キッツ　伊那工場
399-
4496

長野県伊那市東春近７１３０ ○ 民
使第
2817 号

76

豊科フイルム株式会社　豊科工場
399-
8205

長野県安曇野市豊科５０５０番地 ○ 民
使第
3368 号

81

長野赤十字病院
380-
8522

長野県長野市若里５丁目２２番１号 ○ ○ 医
使第
3596 号

83

しなのポリマー株式会社　塩尻工場
399-
0014

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６番
地５

○ 民
使第
3672 号

84

寿製薬株式会社　総合研究所
389-
0697

長野県埴科郡坂城町大字上五明字
東川原１９８番地

○ 研
使第
3938 号

87

株式会社　医学生物学研究所
396-
0002

長野県伊那市手良沢岡１０６３番地１
０３の１

○ 研
使第
4352 号

92

飯田市立病院
395-
0814

長野県飯田市八幡町４３８ ○ ○ 医
使第
4404 号

92

長野市民病院
381-
8551

長野県長野市大字富竹１３３３番地１ ○ ○ 医
使第
4580 号

95

独立行政法人国立病院機構　まつもと医
療センター　中信松本病院

399-
0021

長野県松本市大字寿豊丘８１１番地 ○ 医
使第
4640 号

96

諏訪赤十字病院
392-
8510

長野県諏訪市湖岸通り５丁目１１番５
０号

○ 医
使第
4833 号

98

社会医療法人財団慈泉会　相澤病院
390-
8510

長野県松本市本庄二丁目５番１号 ○ ○ ○ 医
使第
4892 号

00

キッセイ薬品工業株式会社 薬物動態研
究所

399-
8710

長野県松本市芳野１９番４８号 ○ 民
使第
4922 号

00

王子板紙株式会社　松本工場
399-
0033

長野県松本市大字笹賀５２００番地１ ○ 民
使第
5090 号

02

伊那中央病院
396-
8555

長野県伊那市小四郎久保１３１３番地
１

○ 医
使第
5109 号

02

医療法人　青樹会　一之瀬脳神経外科病
院

390-
0852

長野県松本市島立２０９３ ○ ○ 医
使第
5420 号

05

ＪＡ長野厚生連　長野ＰＥＴ・画像診断セン
ター

380-
0928

長野県長野市若里六丁目６番１０号 ○ ○ ○ 医
使第
5550 号

06

長野県立こども病院
399-
8288

長野県安曇野市豊科３１００ ○ 医
使第
5678 号

10

長野県立木曽病院
397-
8555

長野県木曽郡木曽町福島６６１３番地
４

○ 医
使第
5679 号

10

長野県農業試験場
382-
0072

長野県須坂市小河原 492 ○ 研
届第1-
274 号

76

社団法人　上田薬剤師会　検査センター
386-
0016

長野県上田市大字国分９９４番地１号 ○ 研
届第1-
310 号

77

株式会社　コーエキ　環境分析センター
394-
0031

長野県岡谷市田中町三丁目３番２４
号

○ 民
届第1-
311 号

77

株式会社　信濃公害研究所　佐久検査セ
ンター

384-
2305

長野県北佐久郡立科町大字芦田１８
２５番地

○ 研
届第1-
344 号

79

社団法人　長野県農村工業研究所
382-
0084

長野県須坂市大字須坂７８７番地１ ○ 他
届第1-
386 号

82

信州大学理学部
390-
8621

長野県松本市旭三丁目１番１号 ○ 教
届第3-
42 号

77

１．使用事業所

長野

事業所名
郵便
番号

所在地
区分 分

類
番号 年
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密 非 発

信州大学教育学部
380-
8544

長野県長野市大字西長野６番地のロ ○ 教
届第3-
73 号

89

日本フェンオール株式会社　長野工場
399-
8205

長野県安曇野市豊科４４８－１番地 ○ 民
届第6-
1315 号

79

ミヤマ株式会社　技術開発センター
381-
2247

長野県長野市青木島三丁目２番１号 ○ 民
届第6-
2445 号

93

株式会社　環境技術センター
399-
0033

長野県松本市大字笹賀５６５２－１６
６

○ 民
届第6-
2904 号

99

長野県薬剤師会 検査センター
390-
0802

長野県松本市旭ニ丁目１１番２０号 ○ 他
届第7-
1386 号

94

長野県環境保全研究所
380-
0944

長野県長野市大字安茂里字米村
1978番地の1

○ 他
届第 7-
1673 号

01

信州大学　工学部
380-
8553

長野県長野市若里四丁目１７番１号 ○ 教
届第 8-
261 号

05

日本プレーティング株式会社　環境公害
検査センター

386-
0027

長野県上田市常磐城三丁目４番１号 ○ 民
届第 8-
372 号

05

株式会社　ネイテック
381-
2233

長野県長野市川中島町上氷鉋８０４
番地１号

○ 民
届第 8-
405 号

05

株式会社　科学技術開発センター
381-
0025

長野県長野市大字北長池字南長池
境２０５８番３号

○ 民
届第 8-
432 号

05

イー・ステージ株式会社
389-
0209

長野県佐久市小田井５０１－４ ○ 民
届第 8-
442 号

05

ユートピア産業株式会社
381-
2241

長野県長野市青木島町青木島乙２５
８番地１

○ 民
届第 8-
540 号

05

株式会社公害技術センター　松本支店
399-
0015

長野県松本市平田西一丁目１番２６
号

○ 民
届第 8-
621 号

05

環境未来株式会社　分析センター
390-
1103

長野県東筑摩郡朝日村古見３７５７番
地１

○ 民
届第 8-
633 号

05

株式会社　ヤマコー
389-
2253

長野県飯山市大字飯山２６８－９ ○ 民
届第 8-
700 号

05

ルビコン株式会社　技術センター
399-
4593

長野県上伊那郡南箕輪村字北原１６
３４－４

○ 民
届第 8-
718 号

05

新光電気工業株式会社　新光開発セン
ター

381-
0014

長野県長野市大字北尾張部３６番地 ○ 民
届第 8-
742 号

05

伊那食品工業株式会社　本社
399-
4498

長野県伊那市西春近５０７４番地 ○ 民
届第 8-
743 号

05

アスザックフーズ株式会社
382-
0041

長野県須坂市米持町２９３番地４５号 ○ 民
届第 8-
759 号

05

直富商事株式会社　技術研究室
381-
0021

長野県長野市大字屋島２３１番地１ ○ 民
届第 8-
812 号

05

株式会社　環境科学
390-
1242

長野県松本市大字和田４７０９番地 ○ 民
届第 8-
831 号

05

南信環境管理センター株式会社
399-
4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
２２５３番地

○ 民
届第 8-
836 号

05

株式会社　土木管理総合試験所
388-
8006

長野県長野市篠ノ井御幣川８７７番
地１

○ 民
届第 8-
848 号

05

株式会社　エスコ
381-
0006

長野県長野市大字富竹字弘誓１７３
番地の２

○ 民
届第 8-
856 号

05

社団法人　上伊那薬剤師会
396-
0011

長野県伊那市大字伊那部９番地 ○ 他
届第 8-
891 号

05

社団法人　長野県労働基準協会連合会
環境測定部　長野測定所

380-
0918

長野県長野市アークス２番３号 ○ 他
届第 8-
904 号

05

株式会社　東信公害研究所
386-
0005

長野県上田市大字古里３６の９ ○ 民
届第 8-
927 号

05

社団法人長野県食品衛生協会 食品衛生
試験研究所

380-
0872

長野県長野市南長野聖徳５４５番地３
号

○ 他
届第 8-
953 号

05

社団法人　長野県労働基準協会連合会
環境測定部　諏訪測定所

392-
0013

長野県諏訪市沖田町四丁目壱弐番
地

○ 他
届第 8-
1033 号

05

（長野県）松本保健所
390-
0852

長野県松本市大字島立１０２０番地
長野県松本合同庁舎

○ 他
届第 8-
1036 号

05

社団法人長野県食品衛生協会  松本食
品衛生検査所

390-
0841

長野県松本市渚 1-742-78 ○ 他
届第 8-
1195 号

05

長野市保健所
380-
0928

長野県長野市若里六丁目６番１号 ○ 他
届第 8-
1236 号

05

独立行政法人　水産総合研究センター
増養殖研究所　内水面研究部

386-
0031

長野県上田市小牧１０８８ ○ 他
届第 8-
1283 号

05

社団法人　長野県労働基準協会連合会
松本測定所

390-
1243

長野県松本市神林小坂道７１０７－５
５

○ 他
届第 8-
1290 号

05

年事業所名
郵便
番号

所在地
区分 分

類
番号
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密 非 発
財団法人　長野県下水道公社　千曲川下
流管理事務所

381-
0001

長野県長野市大字赤沼字申高２４５５ ○ 他
届第 8-
1388 号

06

長野県パトロール株式会社
385-
0014

長野県佐久市大字三河田４９３－１ ○ 民
届第 8-
1453 号

06

長野県長野保健所
380-
0936

長野県長野市中御所岡田９８－１番
地

○ 他
届第 8-
1501 号

06

長野県農業試験場
382-
0072

長野県須坂市小河原４９２ ○ 他
届第 8-
1511 号

06

社団法人長野県労働基準協会連合会
環境測定部・上田測定所

389-
0517

長野県東御市県字保利田５４８－１ ○ 他
届第 8-
1545 号

06

財団法人　中部公衆医学研究所
395-
0051

長野県飯田市高羽町六丁目２－２ ○ 他
届第 8-
2020 号

08

丸善食品工業株式会社　本社工場
387-
8585

長野県千曲市大字寂蒔８８０番地 ○ 民
届第 8-
2289 号

08

株式会社　新日通防災機器
396-
0021

長野県伊那市西町区下春日町４９２
７ー８

○ 民
届第 8-
2393 号

08

富士防災設備株式会社　松本支社
390-
0864

長野県松本市宮渕本村３番１号 ○ 民
届第 8-
2461 号

08

コバボーシステム株式会社
690-
0811

長野県松本市中央２丁目８番１１号 ○ 民
届第 8-
2471 号

08

長野工業高等学校
380-
0948

長野県長野市差出南３－９－１ ○ 教
届第 8-
3121 号

09

新日本空調株式会社　技術開発研究所
391-
0013

長野県茅野市宮川字墨筋内７０３３－
１８２

○ 民
届第 8-
3271 号

09

姫川建設株式会社
399-
9211

長野県北安曇野郡白馬村大字神城６
８４８－５

○ 民
届第 8-
3575 号

09

藤森建設工業株式会社　篠ノ井築堤その
２工事

388-
8002

長野県長野市篠ノ井東福寺６１０－２ ○ 民
届第 8-
3876 号

09

長野市消防局
380-
0901

長野県長野市大字鶴賀１７３０－２ ○ 他
届第 8-
4105 号

10

松本広域消防局
390-
0841

長野県松本市渚１丁目７番１２号 ○ 他
届第 8-
4129 号

10

橋詰防災
386-
0501

長野県上田市武石鳥屋７３番地２７ ○ 民
届第 8-
4296 号

10

大成建設株式会社　平成２０年度小渋ダ
ム土砂バイパストンネル工事

399-
3801

長野県上伊那郡中川村大草６９１８ ○ 民
届第 8-
4376 号

10

山洋電気株式会社　上田事業所　神川工
場

386-
8634

長野県上田市殿城５－４ ○ 民
届第 8-
4431 号

10

株式会社　日本試験工業試験所　美和ダ
ム貯水池　浚渫工法試験場

396-
0402

長野県伊那市長谷溝口（美和ダム三
峰堰）

○ 民
届第 8-
4434 号

10

ナパック株式会社
399-
4117

長野県駒ヶ根市赤穂１４－１８２３ ○ 民
届第 8-
4547 号

10

太陽誘電モバイルテクノロジープロダクツ
株式会社

382-
8501

長野県須坂市大字小山４６０ ○ 民
届第 8-
4640 号

10

社団法人　長野市薬剤師会　検査セン
ター

380-
0928

長野県長野市若里５丁目１１番地１ ○ 他
届第 8-
4651 号

10

太陽誘電モバイルテクノロジープロダクツ
株式会社

382-
8501

長野県須坂市大字小山４６０ ○ 民
届第 8-
4683 号

10

橋詰防災
386-
0501

長野県上田市武石鳥屋７３番地２７ ○ 民
届第 8-
5179 号

10

株式会社　シーテック　長野支社
381-
0043

長野県長野市吉田１－８－１５ ○ 民
届第 8-
5719 号

11

株式会社カネトモ　平成２２年度中村工業
用地造成工事その１

391-
0215

長野県茅野市中大塩２３－１５株式会
社カネトモ　中村現場事務所

○ 民
届第 8-
5723 号

11

陸上自衛隊第１２旅団第１３普通科連隊
390-
0844

長野県松本市高宮西１－１ ○ 他
届第 8-
5861 号

11
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密 非 発

株式会社　北信理化
380-
0918

長野県長野市アークス５番７号 ○ 民
販第

284 号
85

高山理化精機株式会社　長野営業所
381-
2241

長野県長野市青木島町青木島２６５
－１

○ 民
販第

378 号
97

株式会社　土木管理総合試験所
388-
8006

長野県長野市篠ノ井御幣川８７７番
地１

○ 民
販第

505 号
07

密 非 発

山内商事株式会社
380-
0918

長野県長野市アークス１３番７号 ○ 民
賃第
119 号

10

株式会社　シーティーエス
386-
0005

長野県上田市古里１１５番地 ○ 民
賃第
21 号

07

株式会社　土木管理総合試験所
388-
8006

長野県長野市篠ノ井御幣川８７７番
地１

○ 民
賃第
24 号

07

３．賃貸事業所

事業所名
郵便
番号

所在地
区分 分

類
番号 年

２．販売事業所

事業所名
郵便
番号

所在地
区分 分

類
番号 年
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資料12-2 泡消火薬剤保有状況等一覧表 

（平成２０年１月１日現在） 

区分 

 

団体名 

泡消火薬剤保有状況（単位：ℓ） 

界面活性剤 たん白泡 水成膜 
計 

ポリ容器 化学車薬槽 ポリ容器 化学車薬槽 ポリ容器 化学車薬槽 

長 野 市 
2,530 600 220  2,250 600 6,200 

      0 

須 坂 市 
1,510 200     1,710 

      0 

佐 久 広 域 連 合 
1,100 250 80  2,600  4,030 

980      980 

上田地域広域連合 
1,400  60  1,300 250 3,010 

460    60  520 

諏 訪 広 域 連 合 
1,439  60  2,540  4,039 

  220    220 

伊 那 消 防 組 合 
220  40  1,340 100 1,700 

      0 

伊 南 行 政 組 合 
    2,080 500 2,580 

      0 

南信州広域連合 
4,628      4,628 

      0 

木 曽 広 域 連 合 
380  20  220  620 

20      20 

松 本 広 域 連 合 
3,240  300  4,680 500 8,720 

      0 

北アルプス広域連合 
480  220  720  1,420 

40      40 

千曲坂城消防組合 
880    1,690 1,000 3,570 

      0 

岳南広域消防組合 
260    720  980 

      0 

岳北広域行政組合 
220    1,560 240 2,020 

      0 

消防本部計 18,287 1,050 1,000 0 21,700 3,190 45,227 

消防団計 1,500 0 220 0 60 0 1,780 

総計 19,787 1,050 1,220 0 21,760 3,190 47,007 

※１．上段は消防本部（局）保有分を、下段は消防団保有分を示す。  

２．薬剤の保有量は、全て３％型に換算して示した。 

３．ドラム缶で保有しているものは、ポリ容器に換算して示した。  
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資料12-3 石油関係危険物施設の相互応援協定締結状況 

〇 松 本 地 区                    （平成２０年１月１日現在） 

   名   称   松本地区油槽所相互応援協定 

   新日本石油（株）松本油槽所       (0263-58-3215) 

   構成事業所   ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）松本油槽所    (0263-25-9200) 

    日本オイルターミナル（株）松本営業所 (0263-25-1771) 

   締結年月日   昭和５０年９月１日 

 
〇 坂 城 地 区 

   名   称   消防相互援助協定 

   構成事業所    新日本石油（株）北信油槽所      (0268-82-3120) 

    長野石油輸送（株）          (0268-82-3040) 

   締結年月日   昭和４１年４月１日 
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資料12-4　長野県高圧ガス関係団体一覧表 産業労働部

令和３年３月12日現在

団体名
事務所所在地

電話番号
代表者名等

長野県高圧ガス団体協議会
〒３８０－０９３５
長野市中御所1-16-13天馬ビル４階
電話026-229-8734

　会長　　　　塩原　規男
　事務局長　和田　敏

一般社団法人長野県ＬＰガス協会
〒３８０－０９３５
長野市中御所1-16-13天馬ビル４階
電話026-229-8734

　会長　　　　塩原　規男
　事務局長　和田　敏

長野県冷凍空調保安協会

〒３８０－０９７２
長野市大字栗田字西番場205-1
長野県工業技術総合センター
食品技術部門内２階
電話026-217-7394

　会長　　　　田中　崇喜
　事務局長　寺沢　洋行

長野県冷凍空調設備協会

〒３８０－０９７２
長野市大字栗田字西番場205-1
長野県工業技術総合センター
食品技術部門２階
電話026-262-1903

　会長　　　　山田　善信
　事務局長　碓井　友司郎

長野県高圧ガス地域防災協議会
〒３８０－０９３５
長野市中御所1-16-13天馬ビル４階
電話026-229-8734

　会長　　　　野口　行敏
　事務局長　間宮　弘幸

長野県一般高圧ガス保安協会

〒３８１－８５６０
長野市中越1-1-1　岡谷酸素ビル内
電話026-263-3773
　　(0263-27-1347)

　会長　　　　野口　行敏
　事務局長　稲葉　季俊

長野県高圧ガス協会

〒３８１－００２４
長野市南長池197-1
宮原酸素㈱内
電話026-243-6751

　会長　　　　宮原　龍也
　事務局長　宮原　宏明

全国農業協同組合連合会長野県本部

〒３８０－８６１４
長野市大字南長野北石堂町1177-3
電話026-236-2260（生活部燃料・
ホームエネルギー課）

副部長　        上原　克彦
係長　　　　　　雨宮　亮
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資料12-5　高圧ガス製造事業者等一覧表 産業労働部

令和２年３月31日現在

第１種製造所 販売所 第１種製造所 販売所 第１種製造所 販売所

佐久 9 65 13 17 14 5 123

上田 10 27 10 60 6 10 123

諏訪 3 37 11 28 9 10 98

上伊那 8 46 18 28 27 8 135

南信州 9 51 8 41 6 0 115

木曽 2 16 3 3 0 0 24

松本 22 109 25 159 23 55 393

北アルプス 4 24 4 9 2 3 46

長野 18 139 39 158 36 31 421

北信 3 18 3 12 1 0 37

合計 88 532 134 515 124 122 1515

地区
LPガス関係 一般高圧ガス関係 冷凍関係

合計
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資料12-6　長野県高圧ガス地域防災協議会　防災事業所一覧表

産業労働部

（１）液化石油ガス 令和２年４月１日現在

〒384-0808

小諸市大字御影新田字和田原2712-1

(昼) 0267-22-1300 〒384-0033

(夜) 0267-31-6716 小諸市市町4-2-25

(昼) 0267-67-3812 〒385-0011

(夜) 0267-25-1352 佐久市猿久保字野馬窪235-2

〒389-0111

北佐久郡軽井沢町大字長倉2696-1

(昼) 090-1674-5642 〒386-0151

(夜) 0268-36-3636 上田市芳田516-2

〒386-0407

上田市長瀬2866

〒389-0512

東御市滋野乙1624

(昼) 0266-22-4931 〒394-0034

(夜) 0266-23-9865 岡谷市湖畔2-3-7
〒391-0001
茅野市ちの字古川188-1

(昼) 0265-72-4425 〒399-4431
(夜) 090-2844-0794 伊那市西春近字下河原5292

〒396-0001

伊那市福島275

㈱ホームエネルギー長野 (昼) 090-1818-9935 〒395-0244
飯田センター (夜) 090-1986-0456 飯田市山本112-2
㈱エマ商会 〒399-5608
ＬＰＧ充填工場 木曽郡上松町大字荻原下小路2003

(昼) 0264-22-3242 〒397-0001

(夜) 0264-22-3973 木曽郡木曽町福島7086

〒390-0851

松本市島内川原1666

(昼) 080-5140-9459 〒399-0702

(夜) 0263-52-0672 塩尻市広丘野村1613

〒399-8305

安曇野市穂高牧176-9

〒398-0002

大町市大町十日町4729

〒387-0007

千曲市大字屋代1406

(昼) 026-251-0300 〒381-8560

(夜) 026-251-0326 長野市中越1-1-1
〒380-0813
長野市緑町1024-3
〒383-0042
中野市大字西条156

サンリン㈱ 佐久支店 0267-22-3522 佐　　久

長野日石ガス㈱

佐久プロパンガス協同組合

軽井沢ガス㈱

〃

〃

㈱エナキス東北信支店

〃

〃

㈱サイサン 東御営業所

木　　曽

松　　本

0267-45-3600

上  　小

〃 サンリン㈱ 諏訪支店

0268-62-0425

0266-72-7177

上 伊 那

伊丹産業㈱ 長野工場 0268-35-0500

諏  　訪 岡谷酸素㈱ 岡谷営業所

〃

日通商事㈱ 長野LPｶﾞｽ事業所

0264-52-2385

〃 岡谷酸素㈱ 木曽営業所

〃 サンリン㈱ イナガス支店 080-3524-8605

下 伊 那

㈱サイサン 松本営業所 0263-47-0183

〃 ㈱エナキス塩尻支店

〃 サンリン㈱ 穂高支店 0263-83-3409

大町ガス㈱ 0261-22-3111

北信ガス㈱ 0269-26-2639

長　　野 堀川産業㈱ 長野工場 026-272-0668

〃 岡谷酸素㈱ 長野営業所

026-225-1120

　高圧ガスに係る事故等の処理の応急活動を行う事業所として、下記の事業所が防災事業所に
指定されている。

〃 サンリン㈱ 長野支店

北　　信

北 安 曇
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（２）ー般高圧ガス

担当地区 事　業　所　名 所    在    地
(昼) 0268-62-0888 〒389-0518
(夜) 070-1542-8126 東御市大字本海野1708
(昼) 0266-22-4931 〒394-0034
(夜) 0266-23-9865 岡谷市湖畔2-3-7
(昼) 0265-22-6231 〒395-0056
(夜) 090-7015-4650 飯田市大通2-218-2
(昼) 0263-26-3568 〒390-0822
(夜) 0263-26-3568 松本市神田1-14-1
(昼) 0263-25-3705 〒399-0004
(夜) 0263-25-6085 松本市市場6-20
(昼) 0263-57-5200 〒399-0701
(夜) 0263-57-5202 塩尻市広丘吉田1078-1
(昼) 0263-27-3389 〒390-0821
(夜) 090-1502-1640 松本市筑摩4-17-19
(昼) 026-251-0300 〒381-8560
(夜) 026-251-0326 長野市中越1-1-1

（３）毒性ガス

鍋林㈱ (昼) 0261-62-9950 〒399-8501
あづみ野配送センター (夜) 080-1311-3619 北安曇郡松川村南神戸4363-32

(昼) 0263-78-6527 〒390-1701
(夜) 090-2050-0931 松本市梓川倭3878-1

（４）特殊高圧ガス

日本エア・リキード合同会社 〒399-0211
諏訪営業所 諏訪郡富士見町富士見268-1
日本エア・リキード合同会社 (昼) 0265-76-7100 〒399-4573
伊那工場 (夜) 080-5402-7436 伊那市西箕輪東原2640-6

(昼) 026-251-0300 〒381-8560
(夜) 026-251-0326 長野市中越1-1-1

 松　　本

〃

 諏　　訪 岡谷酸素㈱ 岡谷営業所

 長　　野

〃 岡谷高圧運輸㈱

岡谷酸素㈱ 長野営業所

甲信越エア・ウォーター㈱

岡谷酸素㈱ 松本営業所

〃 ㈱宮原酸素

〃

 下 伊 那 輸入石油㈱

電 話 番 号

 松    本 長野液酸工業㈱

 上　　小 宮原酸素㈱

長　　野 岡谷酸素㈱ 長野営業所

諏　　訪 0266-62-5758

上 伊 那
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資料 12-7 毒物劇物事故処理剤備蓄場所一覧表 

 

名  称 所  在  地 ＴＥＬ・ＦＡＸ番号 
備  考 

（最低備蓄数量＊） 

鍋林株式会社 

松代配送センター 

長野市松代町豊栄宮崎

6331 

ＴＥＬ  026-278-7543 

夜・休  080-1311-3618 

ＦＡＸ  026-278-7544 

基準量 

株式会社ミライ化成 

長野営業所 
千曲市雨宮 2473 

ＴＥＬ  026-274-7667 

夜・休  080-5147-9101 

ＦＡＸ  026-274-7665 

基準量の 1/2 

株式会社アセラ 

長野支店 
千曲市雨宮 540 

ＴＥＬ  026-272-1521 

夜・休  080-3911-9205 

ＦＡＸ  026-272-1501 

基準量の 3/4 

鍋林株式会社 

あづみ野配送センター 

北安曇郡松川村南神戸

4363-32 

ＴＥＬ 0261-62-9950 

夜・休  080-1311-3619 

ＦＡＸ  0261-62-4143 

基準量 

株式会社アセラ 

松本支店 
塩尻市広丘野村 1808 

ＴＥＬ  0263-52-4141 

夜・休  080-3911-9192 

ＦＡＸ  0263-52-6177 

基準量の 1/4 

株式会社土田商店 

諏訪化成品センター 
茅野市宮川 7275-1 

ＴＥＬ  0266-73-2500 

夜・休  0266-28-3232 

ＦＡＸ  0266-73-2600 

基準量 

株式会社ミライ化成 

伊那営業所 

上伊那郡南箕輪村

9003-1 

ＴＥＬ  0265-76-7557 

夜・休  0265-78-1164 

ＦＡＸ  0265-76-7558 

基準量の 1/2 

＊ 資料 13-8参照 
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資料 12-8 毒物劇物事故処理剤名及び最低備蓄数量 

 

事故処理剤名 

最低備蓄量（kg） 

基準量 
基準量の 

3/4 

基準量の 

1/2 

基準量の 

1/4 

消石灰 4,000 3,000 2,000 1,000 

ソーダ灰 3,500 2,625 1,750 875 

苛性ソーダ 

（水溶液を含む） 
4,000 3,000 2,000 1,000 

(無水)重亜硫酸ソーダ 

（水溶液を含む） 
2,000 1,500 1,000 500 

次亜塩素酸ソーダ  

（水溶液） 
4,000 3,000 2,000 1,000 

硫酸 800 600 400 200 
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資料 12-9 

災害時における被災建築物のアスベスト調査に関する協定書 

（平成 30 年９月 18 日） 

 

長野県（以下「甲」という。）と一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会（以下「乙」

という。）は、災害時における被災建築物のアスベスト調査（以下「アスベスト調査」とい

う。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の域内において地震等の災害が発生した場合に、甲が乙の協力を

得て、速やかにアスベストが飛散するおそれがある被災建築物の調査を行い、アスベスト

飛散による人の健康または生活環境に係る被害の防止を図ることを目的とし、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定における「被災建築物」とは、建築物の応急危険度判定の結果等をもと

に、甲又は乙によりアスベスト調査が必要と判断した建築物とする。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時におけるアスベスト調査について、乙に協力を要請する。 

 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、必要な人材、資材等を調達し、可

能な限り協力するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙の協力が円滑に実施できるように職員の同行、建築物の情

報の提供等について協力する。 

 

（業務内容） 

第５条 この協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

(1) 甲が実施するアスベスト調査への支援 

(2) 被災建築物におけるアスベスト含有建材の施工箇所及び露出・破損状況等の調査 

(3) 建材中のアスベスト含有の有無の調査 

(4) 甲に対する調査結果の報告 

２ 被災建築物等のアスベスト飛散防止のための前項以外の活動に関しては、甲乙が協議
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して決定するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 第４条の規定により乙が実施する業務に要する通常の実費（人件費、機器費を除

く）は、甲が負担し、その適用範囲は甲乙協議して定める。 

 

（協定の期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日から有効とし、甲乙協議のうえ特別の定めをする場合

を除き、その効力を持続するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、その都度甲乙と

で協議し、定めることとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

平成 30年９月 18日 

 

 

                甲  長野県長野市大字南長野字幅下 692の２ 

                   長野県 

長野県知事  阿部 守一 

 

 

                乙  東京都千代田区神田神保町２丁目２番 31号 

                   一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 

                   代表理事  貴田 晶子 
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災害時における被災建築物のアスベスト調査に関する協定書 

（平成 30 年９月 18 日） 

 

長野県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本アスベスト調査診断協会（以下「乙」

という。）は、災害時における被災建築物のアスベスト調査（以下「アスベスト調査」とい

う。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の域内において地震等の災害が発生した場合に、甲が乙の協力を

得て、速やかにアスベスト飛散するおそれがある被災建築物の調査を行い、アスベスト飛

散による人の健康または生活環境に係る被害の防止を図ることを目的とし、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「被災建築物」とは、建築物の応急危険度判定の結果等をもと

に、甲又は乙によりアスベスト調査が必要と判断した建築物とする。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時におけるアスベスト調査について、乙に協力を要請する。 

 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、必要な人材、資材等を調達し、可

能な限り協力するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙の協力が円滑に実施できるように職員の同行、建築物の情

報の提供等について協力する。 

 

（業務内容） 

第５条 この協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

(1) 甲が実施するアスベスト調査への支援 

(2) 被災建築物におけるアスベスト含有建材の施工箇所及び露出・破損状況等の調査 

(3) 建材中のアスベスト含有の有無の調査 

調査の方法は、設計図書や事前調査の情報、目視による現地調査によってアスベ

スト含有の可能性を評価することを基本とする。 

乙がアスベスト含有量を分析により確定させる必要があると判断し、甲が承認し
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た場合は分析調査を行う。 

(4) 甲に対する調査結果の報告 

２ 被災建築物等のアスベスト飛散防止のための具体的な提案・助言活動等前項以外の活

動に関しては、甲乙が協議して決定するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 第４条の規定により乙が実施した業務に要する通常の実費（人件費を除く）は、

甲が負担し、その適用範囲は甲乙協議して定める。 

 

（協定の期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日から２年間有効とする。 

２ 本協定期間満了時において、協定を継続しない場合は、相手方に対し本協定期間満了

の１ヶ月前までに通知するものとする。本通知がなされない場合は、本協定は、さらに

同一の条件で２年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、その都度甲乙と

で協議し、定めることとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

平成 30年９月 18日 

 

 

                甲  長野県長野市大字南長野字幅下 692の２ 

                   長野県 

長野県知事  阿部 守一 

 

 

                乙  東京都港区芝５-26-30専売ビル５Ｆ２Ｂ 

                   一般社団法人 日本アスベスト調査診断協会 

                   理事長  本山 幸嘉 
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災害時における被災建築物のアスベスト調査に関する協定書 

（平成 30 年９月 18 日） 

 

長野県（以下「甲」という。）と長野県環境測定分析協会（以下「乙」という。）は、災

害時における被災建築物のアスベスト露出状況調査（以下「アスベスト調査」という。）に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の域内において地震等の災害が発生した場合に、甲が乙の協力を

得て、速やかにアスベストが飛散するおそれがある被災建築物の調査を行い、アスベス

ト飛散による人の健康または生活環境に係る被害の防止を図ることを目的とし、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「被災建築物」とは、建築物の応急危険度判定の結果等をもと

に、甲又は乙によりアスベスト調査が必要と判断した建築物とする。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時におけるアスベスト調査について、乙に協力を要請する。 

 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、石綿含有建材に関する知識を有す

る技術者※及び、調査に要する資材等を調達し、可能な限り協力するものとする。 

※技術者とは、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程に基づく建築物石綿含有建材調査

者、日本アスベスト調査診断協会に登録された者をいう。 

２ 甲は、前項の規定による乙の協力が円滑に実施できるように職員の同行、建築物の情

報の提供等について協力する。 

 

（業務内容） 

第５条 この協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

(1) 甲が実施するアスベスト調査への支援 

(2) 被災建築物におけるアスベスト含有建材の施工箇所及び露出・破損状況等の調査 

(3) 建材中のアスベスト含有の有無の調査 

調査の方法は、設計図書や事前調査の情報、目視による現地調査によってアスベ

スト含有の可能性を評価することを基本とする。 

乙がアスベスト含有量を分析により確定させる必要があると判断し、甲が承認し
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た場合は分析調査を行う。 

(4) 甲に対する調査結果の報告 

２ 被災建築物等のアスベスト飛散防止のための前項以外の活動に関しては、甲乙が協議

して決定するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 第４条の規定により乙が実施した業務に要した費用は、原則として甲が負担する。 

２ 前項の費用は、当該業務を行うために要する通常の実費（人件費を除く）とし、甲乙

協議して定める。 

 

（協定の期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日から２年間有効とする。 

２ 本協定期間満了時において、協定を継続しない場合は、相手方に対し本協定期間満了

の１ヶ月前までに通知するものとする。本通知がなされない場合は、本協定は、さらに同

一の条件で２年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、その都度甲乙と

で協議し、定めることとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

平成 30年９月 18日 

 

 

                甲  長野県長野市大字南長野字幅下 692の２ 

                   長野県 

長野県知事  阿部 守一 

 

 

                乙  長野県岡谷市田中町３丁目３－23 

株式会社コーエキ内 

                   長野県環境測定分析協会 

                   会長  杉﨑 勝明 
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資料 13-2 給水用器具類配備状況 

                             （令和６年４月１日現在） 

地域振興局 

管内別 

区分 

佐久 上田 諏訪 上伊那 南信州 木曽 

給水車（台） 5 7 5 6 4 2 

給水タンク（個） 

(100 ～ 10,000

㍑) 

76 43 35 49 44 11 

ポリタンク（個） 

(給水用手持ち) 
32 71 5 1,177 495 270 

給水袋（枚） 9,020 10,430 19,400 29,050 25,949 1,860 

 

地域振興局 

管内別 

区分 

松本 北ｱﾙﾌﾟｽ 長野 北信 合計 

給水車（台） 7 2 12  3 53 

給水タンク（個） 

(100 ～ 10,000

㍑) 

39 9 48 24 378 

ポリタンク（個） 

(給水用手持ち) 
306 92 436 184 3,068 

給水袋（枚） 61,950 1,290 26,097 2,300 187,346 
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資料13-3  長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱 

                                                             （平成23年5月25日現在）  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長野県水道協議会（以下「協議会」という。）の会員である市町村、水

 道企業団、一部事務組合及び長野県企業局（以下「会員」という。）が地震等の災害及び渇

 水（以下「災害等」という。）により被害を受けた場合に、長野県水道協議会長（以下「会

 長」という。）の要請に基づき、被災会員以外の会員が行う被災会員の住民への応急給水及

 び水道施設の応急復旧等の応援業務について必要な事項を定めるものとする。  

（会長等の責務） 

第２条 会長は、会員が災害等により被害を受けた場合に長野県知事から援助の要請があった

 とき、又は、被害を受けた会員（以下「被災会員」という。）から応援の要請があったとき

 は、応援地区の代表理事と協議して迅速かつ適切な応援を被災会員以外の会員に対し要請す

 るものとする。 

 ２ 会長は、応援業務の全般について掌握調整し、必要な指示を行うものとする。  

 ３ 部会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行するものとする。  

（会員の責務） 

第３条 災害等が発生した場合において、被災会員以外の会員は、会長が要請する被災会員に

 対する応援活動に、全面的に協力するものとする。  

 ２ 災害発生直後で緊急を要する場合は、前項の規程にかかわらず会員の自主的な判断によ

 り応援活動を行うことができるものとする。この場合において、会員は速やかに会長に報告

 するものとする。 

（相互応援地区） 

第４条 応援活動を迅速かつ適切に実施するために、相互応援地区（以下「応援地区」という。）

を設ける。 

２ 応援地区は、東信、北信、中信、南信の４地区とし、当該地区の会員をもって構成する。  

３ 応援地区の業務は、当該地区の理事４人をもって構成する応援地区会議により運営する。 

 ４ 前項の理事の互選により１名の代表理事を選出するものとし、代表理事は、応援地区会

 議を総括し、代表する。 

 ５ 応援地区会議は、会長の指示を受け、応援地区内の被災会員及び被災会員以外の会員と

 応援についての連絡協議を行い、迅速かつ適切な応援業務の遂行に努めるものとする。  

 ６ 応援地区会議は、応援業務の状況について、会長に必要な報告を行い、必要があると認

 めるときは、他の応援地区からの応援を会長に要請するものとする。  

 ７ 前項の規程により、会長から応援の要請を受けた他の応援地区は、当該応援地区と連絡

 協議し、速やかに応援業務の遂行に努めるものとする。 

（応援要請） 

第５条 被災会員は、長野県知事に援助を要請し、長野県知事から会長への援助依頼により、

 又は次に掲げる事項を明らかにして、所属する応援地区会議を通して会長に応援を要請する

 ことにより、協議会からの必要な応援活動を受けるものとする。  

(1) 水道等の被害状況 

(2) 応援の種類（応援給水、応急復旧、機械器具及び資材の提供） 
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(3) 必要な応援内容（応援人員、職種、機械器具及び資材の規格、量等） 

(4) 応援の期間・場所 

(5) 前号の集合日時及び集合場所 

(6) 応援先の連絡先・責任者 

（応援活動） 

第６条 応援活動は、災害救助法に基づく県の災害対策本部が設置された場合は災害対策本部、

 その他の場合は被災会員の応急給水計画及び応急仮復旧計画に基づき、その指示に従って作

 業に従事するものとする。 

 ２ 前項の応援活動の内容は、次のとおりとする。  

  (1) 応急給水作業 

  (2) 応急復旧作業 

  (3) 応急給水及び応急復旧用の機械器具及び資材の供出  

 ３ 前項各号に掲げるもの以外の応援活動については、被災会員から要請があったときに、

 会長が会員の応援能力の範囲内で配慮するものとする。  

（連絡担当部局等） 

第７条 各会員は、あらかじめ連絡担当部局等を定め、災害が発生したときは、速やかに必要

 な情報を収集し、会長及び応援地区会議と連絡できる体制をとるものとする。  

（応急給水作業） 

第８条 応急給水作業の応援期間は、原則として１５日以内とする。  

 ２ 各会員は、その所有する応急給水用具等の提出について、会長等から要請があったとき

 は、応援能力の範囲内で配慮するものとする。  

（応急復旧作業） 

第９条 応急復旧作業の応援期間は、被災会員と会員が被災状況等を勘案し、協議して定め 

る期間とする。 

（応急復旧資材の供出） 

第10条 各会員は、会長から機械器具応援復旧資材の供出について要請のあったときは、応 

援能力の範囲内で供出するものとする。 

（応援職員の派遣） 

第11条 各会員は、応援活動に従事する職員（以下「応援職員」という。）の派遣について会

 長から要請のあったときは、応援能力の範囲内で配慮するものとする。  

 ２ 前項の規程により応援を要請された会員（以下「応援会員」という。）は、職員を派遣

 するときは、必要な給水用具、作業用工器具及び緊急資材のほか、衣類、食糧、日用品等を

 携行させるものとする。 

 ３ 応援職員は、応援会員名を表示した腕章等を着用するものとする。  

 ４ 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償

 は、応援会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の医療費は、被災会

 員の負担とする。 

 ５ 応援職員が応急作業中に第三者に対し損害を与えた場合は、被災会員がその賠償の責に

 任じるものとする。ただし、被災会員に対する応援の往復途中に生じたものについては応援

 会員が、その賠償の責に任じるものとする。 
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（応援経費の負担） 

第12条 この要綱による応援活動に要した経費は、法令その他別段の定めがあるもの並びに 

応援職員に係る人件費等応援会員が平常時負担する経費を除くほか、原則として被災会員が負

担するものとする。 

（連絡担当部局等の報告） 

第13条 各会員は、連絡担当部局等並びにその保有応急給水用具、機械工具及び緊急用資材 

について毎年４月１日現在の状況を、様式第１号から様式第４号までに掲げるところにより、

 ４月１５日までに会長に報告するものとする。  

 ２ 会長は、前項の報告を取りまとめて一覧表を作成し、これを会員に配布するものとする。 

（会員以外の市町村等への応援等） 

第14条 会員以外の市町村等から応援活動の要請を受けたときは、この要綱に基づく応援活 

動の例により応援活動を行うことができるものとする。ただし、日本水道協会からの要請に 

基づく応援職員の派遣に関することは、上水部会長（同協会長野県支部長）が行う。 

 ２ 日本水道協会への応援の要請に関することは、上水部会長（同協会長野県支部長）が行

 うものとする。 

（防災連絡会議の設置） 

第15条 応援活動の実施に必要な情報の交換及び調査研究を行い、応援活動の円滑な実施を 

図るため、防災連絡会議を設置するものとする。  

 ２ 防災連絡会議は、会長及び理事をもって組織する。  

（補則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項及びこの要綱により定めにより難いと認め

 る事項については、会長が別に定める。 

  附  則 

この要綱は、昭和５９年１１月８日から施行する。  

  附  則 

この要綱は、平成９年１月１６日から施行する。  

附  則 

この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。  

附  則 

この要綱は、平成２３年５月２５日から施行する。  
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山形村計量器室

横出ヶ崎受水池
H.W.L=752.00m

茶臼山配水池

計  量  器  室

市村の配水池

市村の給水区域

管
理
界

計量器室

市村県営水道

配水池

妙義配水池

藤井配水池

並柳配水池

寿配水池

松原配水池

片丘配水池

片丘第２配水池

小坂田配水池

柿沢配水池

床尾配水池

本山配水池

郷原配水池

今井第１配水池

今井第２配水池

横出ヶ崎配水池
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資料13-5　水道施設等の状況

1 水道施設等の状況

用水供給事業 5
上水道事業 59
簡易水道事業 122

計 186

2 水道普及状況

計　画
給水人口

現　在
給水人口

計　画
給水人口

現　在
給水人口

確認時
給水人口

現　在
給水人口

計　画
給水人口

現　在
給水人口

長野市 361,824 370,134 359,327 1,270 618 2,370 126 373,774 360,071 99.5%
松本市 237,315 241,750 236,361 200 85 15,309 0 257,259 236,446 99.6%
上田市 150,331 160,023 149,421 1,255 201 930 0 162,208 149,622 99.5%
岡谷市 45,605 47,800 45,463 350 135 7 0 48,157 45,598 99.98%
飯田市 93,853 97,900 91,851 1,700 1,316 0 0 99,600 93,167 99.3%
諏訪市 47,107 50,400 46,804 1,279 259 0 0 51,679 47,063 99.9%
須坂市 48,618 51,200 47,692 1,060 126 980 783 53,240 48,601 99.97%
小諸市 40,343 41,052 39,472 750 700 0 0 41,802 40,172 99.6%
伊那市 63,916 61,950 60,109 4,644 3,251 0 0 66,594 63,360 99.1%
駒ヶ根市 31,213 31,450 31,042 0 0 855 0 32,305 31,042 99.5%
中野市 40,680 43,300 39,564 0 0 0 0 43,300 39,564 97.3%
大町市 24,623 24,100 22,733 2,020 1,627 774 0 26,894 24,360 98.9%
飯山市 18,161 20,970 17,463 220 136 0 0 21,190 17,599 96.9%
茅野市 55,050 91,083 54,191 7,583 732 5 5 98,671 54,928 99.8%
塩尻市 65,910 66,840 65,866 0 0 0 0 66,840 65,866 99.9%
佐久市 96,841 99,386 96,622 1,498 150 300 0 101,184 96,772 99.9%
千曲市 57,617 62,216 51,564 140 140 0 0 62,356 51,704 89.7%
東御市 29,255 31,178 29,164 0 0 0 0 31,178 29,164 99.7%
安曇野市 92,819 96,600 91,629 474 467 1,671 0 98,745 92,096 99.2%
小海町 4,108 0 0 5,020 3,855 0 0 5,020 3,855 93.8%
川上村 3,905 0 0 5,125 3,895 0 0 5,125 3,895 99.7%
南牧村 3,108 6,860 68 2,950 2,949 0 0 9,810 3,017 97.1%
南相木村 903 0 0 1,400 856 0 0 1,400 856 94.8%
北相木村 676 0 0 860 676 0 0 860 676 100.0%
佐久穂町 9,734 10,528 8,822 1,390 723 400 63 12,318 9,608 98.7%
軽井沢町 19,830 19,800 18,508 7,120 816 87,987 297 114,907 19,621 98.9%
御代田町 16,330 15,996 16,091 0 0 5,000 237 20,996 16,328 99.99%
立科町 6,221 11,680 5,778 905 439 0 0 12,585 6,217 99.9%
青木村 3,902 0 0 4,740 3,902 0 0 4,740 3,902 100.0%
長和町 5,241 6,130 5,226 0 0 0 0 6,130 5,226 99.7%
下諏訪町 18,219 21,000 18,210 0 0 470 0 21,470 18,210 99.95%
富士見町 13,838 14,200 13,596 0 0 0 0 14,200 13,596 98.3%
原村 7,723 7,610 7,570 714 106 0 0 8,324 7,676 99.4%
辰野町 17,516 19,100 16,611 1,258 710 0 0 20,358 17,321 98.9%
箕輪町 24,492 27,300 22,946 1,604 1,307 0 0 28,904 24,253 99.0%
飯島町 8,605 9,000 8,522 0 0 0 0 9,000 8,522 99.0%
南箕輪村 16,165 14,650 15,541 800 602 0 0 15,450 16,143 99.9%
中川村 4,459 0 0 4,642 4,403 0 0 4,642 4,403 98.7%
宮田村 8,376 9,500 8,356 0 0 0 0 9,500 8,356 99.8%
松川町 12,076 13,400 12,027 0 0 0 0 13,400 12,027 99.6%
高森町 12,530 12,700 12,477 0 0 0 0 12,700 12,477 99.6%
阿南町 3,888 0 0 4,680 3,681 0 0 4,680 3,681 94.7%
阿智村 5,732 6,440 5,632 0 0 0 0 6,440 5,632 98.3%
平谷村 362 0 0 388 342 0 0 388 342 94.5%
根羽村 790 0 0 860 763 0 0 860 763 96.6%
下條村 3,313 0 0 4,100 3,276 0 0 4,100 3,276 98.9%
売木村 485 0 0 720 441 0 0 720 441 90.9%
天龍村 1,031 0 0 1,180 943 0 0 1,180 943 91.5%
泰阜村 1,400 0 0 1,776 1,341 0 0 1,776 1,341 95.8%
喬木村 5,628 6,500 5,570 0 0 0 0 6,500 5,570 99.0%
豊丘村 6,241 6,930 6,206 0 0 0 0 6,930 6,206 99.4%
大鹿村 915 0 0 920 762 200 17 1,120 779 85.1%
上松町 3,802 21 9 4,600 3,704 0 0 4,621 3,713 97.7%
南木曽町 3,612 0 0 4,000 3,217 0 0 4,000 3,217 89.1%
木祖村 2,447 0 0 3,200 2,442 0 0 3,200 2,442 99.8%
王滝村 653 0 0 4,380 648 0 0 4,380 648 99.2%
大桑村 3,123 0 0 4,100 3,120 0 0 4,100 3,120 99.9%
木曽町 9,806 5,079 4,414 9,451 5,119 0 0 14,530 9,533 97.2%
麻績村 2,337 0 0 2,550 2,337 0 0 2,550 2,337 100.0%
生坂村 1,548 0 0 1,630 1,444 0 0 1,630 1,444 93.3%
山形村 8,233 9,400 8,043 2,000 80 0 0 11,400 8,123 98.7%
朝日村 4,090 0 0 4,480 4,090 0 0 4,480 4,090 100.0%
筑北村 3,805 0 0 4,125 3,784 0 0 4,125 3,784 99.4%
池田町 8,871 9,000 8,823 0 0 0 0 9,000 8,823 99.5%
松川村 9,469 10,000 9,469 0 0 0 0 10,000 9,469 100.0%
白馬村 8,618 9,900 8,454 0 0 0 0 9,900 8,454 98.1%
小谷村 2,535 0 0 2,720 2,284 1,090 70 3,810 2,354 92.9%
坂城町 13,267 15,391 12,893 200 100 0 0 15,591 12,993 97.9%
小布施町 10,643 11,000 10,643 0 0 0 0 11,000 10,643 100.00%
高山村 6,225 7,340 6,214 0 0 0 0 7,340 6,214 99.8%
山ノ内町 10,641 11,970 9,394 4,140 992 0 0 16,110 10,386 97.6%
木島平村 4,078 5,530 3,839 410 175 0 0 5,940 4,014 98.4%
野沢温泉村 3,204 5,200 2,676 1,780 508 0 0 6,980 3,184 99.4%
信濃町 7,287 8,400 7,082 2,598 104 0 0 10,998 7,186 98.6%
小川村 2,085 0 0 4,120 2,059 0 0 4,120 2,059 98.8%
飯綱町 9,733 13,460 9,662 0 0 0 0 13,460 9,662 99.3%
栄村 1,473 0 0 1,870 1,352 0 0 1,870 1,352 91.8%

県　計 1,990,408 2,050,347 1,885,710 139,949 84,290 118,348 1,598 2,308,644 1,971,598 99.1%

令和６年４月１日（単位：人）

市町村名
行政区域内
人　口

令和５年度末

区　分 事業者数

972箇所

配水池
11箇所

2,052箇所
770箇所

施　設
浄水場
7箇所
613箇所
352箇所

2,833箇所

管路延長
148km

20,448km
3,397km
23,993km

備考

公営：５　私営：０
公営：53　私営：６
公営：74　私営：48
専用水道：72箇所

上水道 簡易水道 専用水道 合計
普及率
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資料 14-1 諏訪湖流域下水道（豊田処理区）概要図 

（環境部） 
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（環境部） 

 

資料 14-2 千曲川流域下水道（下流処理区）概要図 
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（環境部） 

 

資料 14-3 千曲川流域下水道（上流処理区）概要図 
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(環境部)    

資料 14-4 犀川安曇野流域下水道(安曇野処理区)概要図 
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資料14-5　下水道施設等の状況

1 下水道施設等の状況

処理場 管　渠
流域下水道 県 ４箇所 190km

公共・特環下水道 市町村等 101箇所 14,539km
農業集落排水施設 市町村等 206箇所 2,130km 55市町村

計 311箇所 16,859km

2 下水道等普及状況

計画区域
内人口

供用区域
内人口

水洗化人口
（快適生活人口）

計画区域
内人口

供用区域
内人口

水洗化人口
（快適生活人口）

長野市 363,343 348,238 344,068 337,310 6,223 6,223 5,768
松本市 234,421 228,054 228,054 225,664 620 620 620
上田市 152,002 124,055 123,592 118,920 23,278 23,278 22,064
岡谷市 46,799 46,764 46,655 45,857
飯田市 95,400 79,947 79,817 74,527 5,365 5,365 5,091
諏訪市 47,623 47,483 47,270 46,999
須坂市 49,460 49,354 49,354 45,378 0 0 0
小諸市 41,309 29,440 29,191 27,720 5,639 5,639 5,043
伊那市 65,119 51,252 48,851 45,902 10,323 10,323 10,012
駒ヶ根市 31,505 19,723 18,939 17,105 10,855 10,855 10,348
中野市 42,415 31,173 31,173 28,577 9,420 9,420 7,786
大町市 25,495 18,443 18,431 13,988 841 841 759
飯山市 19,026 16,757 16,757 16,106 1,997 1,997 1,851
茅野市 54,028 53,220 52,499 52,042
塩尻市 65,435 61,638 61,623 60,519 3,247 3,247 3,016
佐久市 97,451 78,807 77,555 72,537 5,054 5,054 4,727
千曲市 58,937 54,529 54,529 51,279 4,294 4,294 4,231
東御市 29,149 23,460 23,434 22,536 2,878 2,878 2,695
安曇野市 95,699 88,846 85,601 75,067 2,533 2,533 2,443
小海町 4,297 3,325 3,325 2,866
川上村 4,015 2,362 2,362 1,717 1,533 1,533 1,139
南牧村 3,186 667 667 656 296 296 283
南相木村 944
北相木村 652
佐久穂町 10,291 9,354 9,354 8,085 77 77 65
軽井沢町 21,634 10,772 10,297 9,314 143 143 135
御代田町 16,664 15,218 15,218 13,877 417 417 400
立科町 6,700 3,131 3,131 2,943 2,925 2,925 2,785
青木村 4,124 3,794 3,794 3,677
長和町 5,540 4,875 4,875 4,858 51 51 51
下諏訪町 18,698 18,698 18,687 18,420
富士見町 14,149 11,811 11,174 10,392 1,588 1,588 1,435
原村 8,096 5,962 5,962 5,843
辰野町 18,156 16,942 16,813 16,038 688 688 649
箕輪町 24,379 20,110 20,110 18,133 3,879 3,879 3,714
飯島町 8,920 5,074 5,074 4,069 1,720 1,720 1,609
南箕輪村 16,041 15,792 15,792 14,925
中川村 4,637 2,634 2,634 2,362 1,174 1,174 1,084
宮田村 8,763 7,379 7,379 7,269 1,310 1,310 1,263
松川町 12,537 5,348 5,348 4,756 5,303 5,303 4,615
高森町 12,686 8,494 8,494 7,812 2,869 2,869 2,762
阿南町 4,016 2,289 2,289 2,193
阿智村 5,931 3,317 2,941 2,827 911 911 834
平谷村 373 333 333 328
根羽村 818 610 610 583
下條村 3,454
売木村 462 307 307 276
天龍村 1,072 724 724 615
泰阜村 1,448
喬木村 5,916 4,475 4,475 4,412 502 502 491
豊丘村 6,539 3,437 3,437 3,416 2,167 2,167 2,150
大鹿村 880
上松町 3,960 2,835 2,832 2,331
南木曽町 3,714 292 279 261 642 642 538
木祖村 2,551 1,707 1,707 1,570 282 282 252
王滝村 653 556 556 536
大桑村 3,260 1,070 1,070 941 1,487 1,487 1,396
木曽町 9,913 6,958 6,958 6,500 995 995 975
麻績村 2,439 1,934 1,934 1,746 160 160 143
生坂村 1,637 813 813 752
山形村 8,496 8,468 8,468 8,421
朝日村 4,319 4,319 4,319 4,266
筑北村 3,992 2,277 2,277 2,163
池田町 9,203 8,720 8,720 8,172
松川村 9,577 9,469 9,469 8,779
白馬村 8,739 7,992 6,730 5,663 50 50 45
小谷村 2,667 331 331 295 590 590 532
坂城町 14,030 13,680 13,634 9,449
小布施町 10,987 8,937 8,937 8,741 2,050 2,050 2,007
高山村 6,485 4,329 4,329 4,107 2,033 2,033 1,934
山ノ内町 11,283 7,807 7,807 7,381 2,617 2,617 2,237
木島平村 4,303 4,119 4,119 3,831 114 114 97
野沢温泉村 3,428 2,716 2,716 2,715 712 712 689
信濃町 7,646 3,382 3,382 2,481 1,991 1,991 1,785
小川村 2,252 1,867 1,867 1,762
飯綱町 10,315 7,120 7,120 6,698 2,427 2,427 2,177
栄村 1,570 161 161 161

県　計 2,018,053 1,742,930 1,726,188 1,643,425 143,616 143,616 133,717

諏訪湖、千曲川上流・下流、犀川安曇野

令和５年度末

区　分 管理者
施　設

備　考

64市町村

令和５年度末（単位：人）

市町村名 行政人口
公共・特環下水道 農業集落排水施設等
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１ 生活排水施設（公共下水道・農業集落排水）の位置

山ノ内町

小川村

王滝村

大鹿村

喬木村

平谷村

豊丘村

大 市

坂市

群馬県

山県

信濃町

根羽村
静岡県

諏訪市

阿智村

茅

御代田町

岡谷市

松本市

塩尻市

市

流域

公共

特環

農集

３　下水道施設等の位置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年度末現在　）

新潟県
飯山市

野沢温泉村

栄村

木島平村

Ｎ

富
飯綱町

小布施町

中野市

長野市
高山村

須

町

千曲市

上田市

東御市

小諸市
安曇野

佐久市

野市

伊那市

宮田村 伊那市
山梨県

上松町

駒ヶ根市 駒ヶ根

市

大桑村
飯島町

南木曽町

高森町

中川村

松川町

飯田市

岐阜県

下條村

泰阜村

飯田市

阿南町

売木村 天龍村

愛知県

- P34 -
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長野県生活排水事業における 

災害時応援に関するルール 
 

長野県生活排水

キャラクター

「めぐるん」
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1 

 

長野県生活排水事業における災害時応援に関するルール 

 

はじめに 

長野県防災会議が災害対策基本法第 40 条の規定により作成した長野県地域防災計画

において、下水道は、水道、電気、ガス等と並び、住民の安全で清潔かつ快適な生活環

境の確保のために必要不可欠なライフラインの一つであり、災害時においてもライフラ

インとしての機能の確保に努める必要がある、と位置付けられている。 

また、震災・風水害・火山災害の各対策編の災害予防計画では、災害発生時において

迅速かつ的確に情報を収集し、速やかに応急対策を実施するため、緊急連絡体制、復旧

体制、災害時の緊急的措置等を定めた災害対策要領等をあらかじめ策定する必要があり、

復旧体制については、県、市町村とも、被災時には関係職員、関係業者、手持ち資材だ

けでは対応不十分となることが予想されるため、あらかじめ、他の地方公共団体との間

で広域応援協定を締結することが必要である、と明記されている。 

平成７年１月 17 日に発生した兵庫県南部地震では、下水道施設が非常に大きな被害

を受けたが、その被害状況が徐々に明らかになるにつれ、積極的な支援がなされたにも

かかわらず、下水道管理者間の支援のための体制やルールがなかったために、被災直後

においては必ずしも円滑な対応がなされたとはいえず、その反省から、国土交通省及び

日本下水道協会は、今後の大規模な災害時の支援体制についての基本的な考え方、関係

機関の役割、情報伝達等を「下水道事業における災害時支援に関するルール」として平

成８年１月にまとめた。 

これをもとに、全国各地域ブロック及び 13 大都市間で下水道事業の災害時支援に関

するルールが定められた。 

本県は、関東ブロック及び中部ブロックに属しており、関東地方知事会、中部圏知事

会及び新潟県との災害応援基本協定のもとに、関東ブロックでは「下水道事業における

関東ブロック災害時支援に関する申し合わせ」(H9.7.31)、中部ブロックでは「下水道

事業災害時中部ブロック応援に関するルール」(H12.11.1改正)が定められた。 

さらに、県内の下水道事業における応援について「長野県下水道事業における災害時

応援に関するルール」(H14.4.1)が定められた。 

こうした中、平成 23年３月 12日に発生した長野県北部地震では、農業集落排水施設

や浄化槽が大きな被害を受けたが、それらの施設を含めた応援ルールがなかったため、

円滑な対応がなされたとはいえない状況であった。 

このため、下水道だけでなく、農業集落排水施設、浄化槽等も含めた生活排水事業全

体における災害時の応援に関するルールを平成 25年４月に定めた。 

その後、平成 26 年 11 月 22 日に白馬村で発生した長野県神城断層地震では、下水道

施設（処理場、管きょ）や農業集落排水施設が被災し、本ルールに基づき応援体制を確

立し、白馬村へ応援隊を派遣した。その際、ブロック全域で被災したため、ブロック内

での対応が困難であり、他のブロックから応援部隊を編成し支援活動が行われた。 

県内初の下水道災害であったため、指揮系統が不明確であったこと、支援活動の内容
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が不明確であったこと、支援活動内容に応じた人員を適切に確保できなかったことなど、

迅速な支援活動に課題が残った。 

今回、長野県神城断層地震を教訓に、より円滑な応援が行えるよう本ルールを見直す

ものである。 
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定及び同協定実施細則に基づくものである。 

１ 総則 

このルールは、長野県地域防災計画等を受け、県内の下水道、農業集落排水施設、浄

化槽等の生活排水事業災害時の相互応援体制・相互応援方法（以下「生活排水応援体制」

という。）の基本的なルールについて定める。 

また、生活排水応援体制は、生活排水施設の災害復旧に対する応援を目的とし、災害

発生後の生活排水施設にかかる被災状況調査から生活排水施設の復旧に至るまでとす

る。 

なお、災害対策基本法第 67条の規定により、平成８年４月１日に県内の自治体間で  

「長野県市町村災害相互応援協定書」が締結されており、生活排水応援体制は、この協 
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２ 応援体制 

(1) 生活排水応援体制として、長野県生活排水事業災害応援本部（以下「生活排水応援

本部」という。）を長野県環境部水道・生活排水課内に設置する。生活排水応援本部

は、災害時における応援の指揮、総括を行う。 

生活排水応援本部長は、長野県地域防災計画に基づいて策定された長野県災害対策

本部規定により生活排水班長の長野県環境部水道・生活排水課長があたる。 

(2) 生活排水応援体制は、市町村・広域連合・一部事務組合・関係各団体（以下「市町

村等」という。）及び県 （以下、市町村等及び県を「構成員」という。）で構成する。 

また、市町村等が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、

別紙１に掲げるブロックごとにブロックを代表する市町村（以下「代表市町村」とい

う。）をおき、代表市町村の生活排水担当部局内にブロック応援本部を設置する。 

ブロック応援本部長は、代表市町村の生活排水担当部局課長があたる。 

(3) 被災市町村が受けた災害の規模に応じて、現地応援隊を設置する。現地応援隊は、

別に定める実施要領に基づき応援活動にあたる。 

(4) 構成員がこのルールを相互に確認することにより、災害時における応援体制を確立

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 応援体制イメージ 

（※農業集落排水施設、浄化槽への現地応援隊の派遣は、各協会が対応） 
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２－１ 応援本部 

(1) 生活排水応援本部の設置 

ア 生活排水応援本部は、県内で震度６弱以上の地震が発生した場合、又は、その他

の大規模災害が発生し代表市町村から応援要請があった場合に設置する。 

イ 生活排水応援本部は、下水道事業においては、中部ブロック県市若しくは関東ブ

ロック都県市（以下「下水道広域圏」という。別紙２参照）内で震度６弱以上の地

震が発生した場合、又は、その他の大規模災害が発生し下水道広域圏の支援本部か

ら応援要請があった場合に設置する。 

 

(2) ブロック応援本部の設置 

ア ブロック応援本部は、県内で震度６弱以上の地震が発生した場合若しくは生活排

水応援本部から要請があった場合、又は、その他の大規模災害が発生しブロック構

成員から応援要請があった場合に設置する。 

イ 代表市町村が被災等により業務を遂行できない場合は、これを代行する市町村等

をブロック内の他の市町村等が協議の上、決定するものとする。 

ただし、ブロック内の大半の市町村等が同時被災し、代行することが困難と認め

られる場合は、隣接ブロックの代表市町村が協議の上、これを代行する。 

 

(3) 応援本部の解散 

生活排水応援本部及びブロック応援本部は、次の場合に解散する。 

ア 応援を要請したブロック応援本部又は下水道広域圏の支援本部から解散要請が 

あった場合 

イ  生活排水応援本部長又はブロック応援本部長が、被災市町村等の復旧状況等を勘 

案し、応援本部による業務の必要がなくなったと認める場合 

 

２－２ 現地応援隊 

(1)現地応援隊の設置 

現地応援隊は、次の場合に設置する。 

ア 被災市町村から応援要請があり、生活排水応援本部長が設置を認める場合 

イ  生活排水応援本部長又はブロック応援本部長が、被災市町村等の復旧状況等を勘 

案し、現地応援隊による業務の必要があると認める場合で、被災市町村が設置に

ついて同意した場合 

 

(2)現地応援隊の解散 

現地応援隊は、次の場合に解散する。 

ア 被災市町村から解散要請があり、生活排水応援本部長が解散を認める場合 

イ  生活排水応援本部長又はブロック応援本部長が、被災市町村等の復旧状況等を勘 

案し、現地応援隊による業務の必要がなくなったと認める場合で、被災市町村が

解散について同意した場合 
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３ 受援体制 

 

(1) 応援要請 

ア 被災市町村等は、管轄区域内での復旧等対応の可否を検討し、次に掲げる事項を

明らかにしてブロック応援本部へ応援要請を行う。 

① 生活排水施設の被害状況 

② 応援の種類（汚水の汲み取り･移送、応急復旧、機械器具及び資材の提供 等） 

③ 必要な応援内容（応援人員、職種、機械器具及び資材の規格･量 等） 

④ 応援の期間･場所 

⑤ 前号の集合日時及び集合場所 

⑥ 応援先の連絡者･責任者 

 

イ 被災市町村等から応援要請を受けたブロック応援本部は、ブロック内での復旧等

対応の可否を検討し、生活排水応援本部へ応援要請を行う。 

 

ウ ブロック応援本部から応援要請を受けた生活排水応援本部は、県内での復旧等対

応の可否を検討し、応援要請のあったブロック以外のブロック応援本部へ応援要請

を行う。また、下水道事業に限り被害が大規模な場合は下水道広域圏の支援本部へ

応援要請を行う。 

 

(2)受援体制 

被災市町村は、応援職員を受け入れるにあたり、下記の内容について可能な限り準備

を行うものとする。 

 

ア 現地応援隊集積基地 

  現地応援隊の集積基地及び宿泊場所として使用できる施設 

イ 交通情報整理 

  現地応援隊の移動支援のため、交通情報を整理する。 

ウ 資料の事前準備 

  ①施設台帳の整備（電子化）・提供 

②維持管理履歴の保存・更新 

  ③作業環境の整備（作業スペース、ＯＡ機器、基準書等） 
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４ 応援活動 

(1) 生活排水応援本部（長野県環境部水道・生活排水課内に設置） 

生活排水応援本部長は、別紙３の連絡系統に従ってブロック応援本部と連絡調整

を図り、生活排水応援本部の指揮をとる。 

生活排水応援本部の業務は、次のとおりとする。 

 

ア 被害が小規模な場合（県内で応援可能な場合） 

① 情報収集・整理、広報、視察者・マスコミ等の対応 

②応急対策、調査、本復旧、設計が迅速に行えるように関係団体（別紙１参照） 

へ情報提供 

③ブロック応援本部と連携し、現地応援隊の編成及び他ブロックへの応援要請 

④応援資機材等の調達支援、確保、提供 

⑤災害査定に向けた応援体制の確立と災害査定関係資料作成指導 

   ⑥長野県浄化槽協会を通して浄化槽保守点検業者の斡旋・手配 

   ⑦その他応援に必要な事項 

 

イ 被害が大規模な場合（県外へ応援する場合） 

 被害が大規模な場合は、上記業務のほか下記業務を追加し実施する。 

⑧必要に応じ県外（中部ブロック）へ応援要請 

   ⑨必要に応じ生活排水災害応援作業の集積基地（現地応援隊等の受入場所）の設置 

に向けた調整・支援 
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(2) ブロック応援本部（ブロック代表市町村内に設置） 

ブロック応援本部長は、生活排水応援本部と連絡調整するとともに、ブロック内

の連絡系統に従ってブロック構成員と連絡調整を図り、ブロック応援本部の指揮を

とる。 

 

ア ブロック応援本部（被災ブロック）の業務 

①被災市町村の情報収集・整理 

②ブロック構成員へ人員・資機材の支援を要請し、生活排水応援本部と連携し現地

応援隊を編成 

③応援資機材等の確保、ブロック構成員への要請 

   ④応援資機材等の収集、運搬 

⑤ブロック内での対応が困難な場合、生活排水応援本部への応援要請  

⑥必要に応じ生活排水災害応援作業の前線基地（現地応援隊等の受入場所）の 

設置支援、受入支援 

   ⑦輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報連絡 

⑧その他応援に必要な事項 

 

イ ブロック応援本部（被災ブロック以外のブロック）の業務 

①生活排水応援本部と連携し、被災ブロックとの連絡調整・情報収集・整理 

②応援部隊の編成、ブロック構成員への要請 

③応援資機材等の確保、ブロック構成員への要請 

   ④応援資機材等の収集、運搬 

   ⑤その他応援に必要な事項 

 

 ※現地応援隊及び応援資機材等は、原則としてブロック単位で現地受入先まで派遣・

輸送する。 

 

782



9 

 

（3） 現地応援隊 

    構成員は、応援活動に従事する職員（以下「応援職員」という。）の派遣について応

援本部から要請があったときは、別に定める実施要領に基づき現地応援隊を編成し応

援能力の範囲内で協力する。 

  なお、応援職員を交代する場合は、引継作業を円滑化するため、派遣期間をラップ

させるなど適切な引継ぎ期間を設けるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 引継ぎイメージ 

 

783



10 

 

 

５ 経費の負担 

 経費の負担については、「長野県市町村災害時相互応援協定書」等による。 

 

６ 生活排水応援体制の維持（災害訓練等） 

 

(1) 生活排水応援体制を維持するための機関は、下水道災害対策検討部会とし、この部

会において農業集落排水施設及び浄化槽等についても検討対象とする。 

なお、部会の設置については、「下水道災害対策検討部会設置要綱」を参照のこと。 

 

(2) 生活排水応援本部長は、毎年度当初に、生活排水担当部局の代表者名、担当者名、

連絡窓口等の名簿を作成し、構成員に配布する。 

また、毎年度、４月１日現在の応援に提供可能な資機材車両等の「応援資機材リス

ト」を取りまとめ、構成員に配布する。 

 

(3) 生活排水応援本部長は、毎年度、災害時を想定した訓練や研修等を実施する。 

 

７ その他 

(1) 災害時応援の目的達成のため、必要があればこのルールによらず臨機応変な対応を

する。 

(2) このルールに定めがない場合及びルールによりがたい場合は、生活排水応援本部長

が下水道災害対策検討部会と協議し決定する。 

 

附 則 

１ このルールは、平成 25年４月１日から施行する。 

２ このルールは、「長野県市町村災害時相互応援協定書」に基づく生活排水事業の応援ル

ールであるため、このルールの施行により成立するものとする。 

なお、関係団体については「長野県生活排水事業の災害時における支援協力に関す

る覚書」等による。 

 

附 則 

 このルールは、平成 27年７月１日から施行する。 

 このルールは、平成 30年４月１日から施行する。 

このルールは、令和 ６年４月１日から施行する。 
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別紙１ 

ブロック割、ブロック代表市町村及びブロック構成市町村等 

ブロック名 代表市町村 

構  成  市  町  村  等 

関係団体等 公 共 下 水 道 実 施 

市 町 村 等 
そ の 他 

佐
久 

南佐久 佐久市 
川上村、南牧村、 

佐久環境衛生組合 

佐久穂町、小海町、

(南相木村)、 

(北相木村) 

 

・長野県下水道協会 

・全国町村下水道推進 

協議会長野県支部 

・日本下水道事業団 

・長野県下水道公社 

・長野県土地改良事業 

団体連合会 

・長野県浄化槽協会 

・(一社)長野県下水道 

建設管理業協会  

北佐久 小諸市 

軽井沢町、御代田町、 

立科町、 

川西保健衛生施設組合 

 

上 小 上田市 東御市、長和町、青木村   

諏 訪 岡谷市 
諏訪市、茅野市、下諏訪

町、富士見町、原村 
  

上伊那 伊那市 

駒ヶ根市、辰野町、箕輪

町、飯島町、南箕輪村、

中川村、宮田村 

  

飯 伊 飯田市 

松川町、高森町、阿智村、

天龍村、喬木村、 

豊丘村 

阿南町、平谷村、 

根羽村、(下條村)、 

売木村、(泰阜村)、

(大鹿村) 

木 曽 木曽町 

上松町、南木曽町、 

木祖村、大桑村、 

木曽広域連合 

王滝村 

松 本 松本市 
塩尻市、安曇野市、麻績

村、山形村、朝日村 
筑北村、生坂村 

大 北 大町市 
池田町、松川村、白馬村、

小谷村 
  

長 野 長野市 

須坂市、千曲市、坂城町、

小布施町、高山村、小川

村、飯綱町、信濃町 

  

北 信 中野市 
飯山市、山ノ内町、木島

平村、野沢温泉村 
栄村 

※ 下線の町村は、公共下水道事業は実施せず、農業集落排水事業等を実施している町村 

括弧書き下線の村は、浄化槽(合併処理浄化槽)整備事業のみを実施している村 

流域下水道 事務所 関連市町村 

諏  訪  湖 諏訪湖流域下水道事務所 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、立科町 

犀川安曇野 犀川安曇野流域下水道事務所 安曇野市、松本市 

千  曲  川 千曲川流域下水道事務所 長野市、千曲市、須坂市、小布施町、坂城町、高山村 
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別紙２ 

 

「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール」による構成都県市・団体 

 

【中部ブロック構成県市】 

新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、 

名古屋市、静岡市 

※「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール」による構成県市 

 

○中部ブロック連絡会議運営要領の構成団体 

県 市 
愛知県、長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、 

三重県、滋賀県、福井県、名古屋市、新潟市、静岡市、浜松市 

代表市 
長岡市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、沼津市、豊橋市、四日市市、彦

根市、福井市 

その他 

日本下水道事業団、（社）日本下水道協会、 

（社）全国上下水道コンサルタント協会、（社）日本下水道施設業協会、 

（公益社団法人）日本下水道管路管理業協会、 

（社）日本下水道施設管理業協会、全国管工事業協同組合連合会 
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別紙３    〔長野県生活排水事業における災害時応援に関するルール 連絡系統〕の概略図 

 

 下水道 

 

 

 

 下水道事業のみ 

 農集排 

   

 

 

 浄化槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●国土交通省 水管理・国土保全局

上下水道審議官 G下水道事業課 

●国土交通省 関東地方整備局 

河川部地域河川課下水道係 
生 活 排 水 応 援 本 部 

佐久ブロック 

ブロック応援本部 

佐久市、小諸市 

構成市町村等 

上
小
ブ
ロ
ッ
ク 

諏
訪
ブ
ロ
ッ
ク 

上
伊
那
ブ
ロ
ッ
ク 

飯
伊
ブ
ロ
ッ
ク 

木
曽
ブ
ロ
ッ
ク 

松
本
ブ
ロ
ッ
ク 

大
北
ブ
ロ
ッ
ク 

長
野
ブ
ロ
ッ
ク 

北
信
ブ
ロ
ッ
ク 

隣接県へ応援要請 

隣接県から応援要請 

●中部ブロック下水道 

災害応援本部 

（●関東ブロック下水道 

災害支援本部） 

 

（本 部）環境部 

     水道・生活排水課 

（本部長）環境部 

     水道・生活排水課長 

 

●農林水産省 農村振興局整備部防

災課及び農村整備官 

●農林水産省 関東農政局整備部防

災課及び地域整備課 

●環境省 環境再生・資源循環局 

廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 

●環境省 中部地方環境事務所 

廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策課 

関係団体へ応援要請 

●県内の下水道、農業集落 

排水、浄化槽 関係団体 

 

 

 
 

（※）ブロック内の大半の市町村等が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、本点線枠内のブロックの代表市町村を中心に協議する。 

 

  飯
伊 

諏
訪 

諏
訪 

飯
伊 

北
信 

大
北 

上
伊
那 

木
曽 

上
伊
那 

木
曽 

佐
久 

   応援する 

ブロック 
上
小 

     長
野 

松
本 
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別紙４ 応援体制（下水道事業） フロー図 

ブロック応援本部
ブロック代表市町村

ブロック構成市町村

生活排水応援本部
長野県水道・生活排水課

県内他ブロック市町村

日本下水道事業団

長野県下水道公社

(一社)長野県下水道建設管理

業協会

被災市町村を含むブロック

応援要請

・現地応援隊の派遣

・応援資機材等の提供

・情報収集・連絡調整

応援資機材等

の提供

・現地応援隊の可否

・資機材の提供の可否
・応援要請

・情報提供

長野県内災害時応援ルール

応援要請

・現地応援隊の編成

・応援資機材等の提供

・情報収集・連絡調整

中部ブロック支援本部

国土交通省 ・水管理・国土保全局 上下水道審議官グループ 下水道事業課

・関東地方整備局 河川部 地域河川課 下水道係

・応援要請・情報提供・連絡調整

情
報
提
供

・現地応援隊の派遣

・応援資機材等の提供

・応援要請

・情報提供

・連携

・現地応援隊の編成

下水道

被災市町村
（連合・組合）

・現地応援隊の派遣

・応援資機材等の提供
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別紙５ 応援体制（農業集落排水事業） フロー図 

ブロック応援本部
ブロック代表市町村

ブロック構成市町村

生活排水応援本部
長野県水道・生活排水課

県内他ブロック市町村

長野県土地改良事業

団体連合会

被災市町村を含むブロック

応援要請

・現地応援隊の派遣

・応援資機材等の提供

・情報収集・連絡調整

応援資機材等

の提供

・現地応援隊の可否

・資機材の提供の可否
・応援要請

・情報提供

長野県内災害時応援ルール

応援要請

・現地応援隊の編成

・応援資機材等の提供

・情報収集・連絡調整

・応援要請・情報提供・連絡調整

情
報
提
供

・現地応援隊の派遣

・応援資機材等の提供

・応援要請

・情報提供

・連携

・現地応援隊の編成

農業集落排水施設

被災市町村
（連合・組合）

・現地応援隊の派遣

・応援資機材等の提供

JARUS協定

（協定賛同者のみ）

農林水産省 ・農村振興局 整備部 防災課 及び 農村整備官 集落排水事業班

・関東農政局 整備部 防災課 防災係 及び 地域整備課 農村総合整備係

 

 

 ※農業集落排水施設に係る応援体制の詳細について、今後、農政部の応援ルール 

（現在作成中）の内容と整合させる予定 
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別紙６ 応援体制（浄化槽） フロー図 

代表市町村
ブロック応援本部

被災市町村を含むブロック 被災市町村内での復旧

対応の可否の検討

・応援資機材等の提供・連絡調整

・応援要請・情報提供・連絡調整

被災ブロック内での

復旧対応の可否の検討

長野県内災害時応援ルール

・応援要請

・情報提供

・連絡調整

・応援資機材

等の提供

連絡調整

・応援資機材等の提供・連絡調整

・応援要請・情報提供・連絡調整

長野県内での復旧対応の可否の検討

環 境 省 ・環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室

・中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課

長
野
県
浄
化
槽
協
会

委託・契約

浄化槽保守点検業者

情報提供

・被害状況確認

・復旧依頼

・応援要請

・情報提供

・連絡調整

・応援資機材

等の提供

・連絡調整

浄化槽等（市町村設置型）

市町村

生活排水応援本部
長野県水道・生活排水課

県内

他ブロック

市町村等

関係団体等

・応援資機材等の提供・連絡調整

・応援要請・情報提供・連絡調整

・使用可否の報告

・被害・復旧状況の報告

・協力要請

委託・契約以外の

浄化槽保守点検業者

協力依頼後は上記の

流れに移行

被災市町村
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別紙７ 応援体制（浄化槽） フロー図 

 

被災市町村

代表市町村
ブロック応援本部

生活排水応援本部
長野県水道・生活排水課

被災市町村を含むブロック 被災市町村内での復旧

対応の可否の検討

被災ブロック内での

復旧対応の可否の検討

長野県内災害時応援ルール

・応援要請

・情報提供

・連絡調整

連絡調整

・応援要請・情報提供・連絡調整

長野県内での復旧対応の可否の検討

環 境 省 ・環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室

・中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課

委託・契約

浄化槽保守点検業者

情報提供

・浄化槽の使用可否に

関する行政指導

・保守点検業者の斡旋

・被害復旧状況等問合

せ

・使用可否

問合せ

・使用可否問合せ

・被害確認結果伝達

・復旧工事発注

・復旧工事の説明

・使用可否の報告

・応援要請

・情報提供

・連絡調整

・連絡調整

浄化槽（個人設置型）

・情報提供

・連絡調整

・協力要請

委託・契約以外の

浄化槽保守点検業者

長
野
県
浄
化
槽
協
会

協力依頼後は上記の

流れに移行

・斡旋が必要な家屋の情報交換

被災住民

791



18 

 

別紙８（参考）  〔長野県防災関係各協定相関図 生活排水関係〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長野県地域防災計画（長野県防災会議） 

市町村防災計画 

市町村災害対策本部 

↓ 

生活排水担当 

長野県災害対策本部 

環境部 

↓ 

災害応援協定書     

（全国知事会）      下水道災害時支援ルール（下水道協会：全国） 

災害応援協定  

（中部圏知事会） 
下水道中部ブロック災害応援ルール 

災害応援協定  

（関東地方知事会） 
下水道関東ブロック災害支援ルール 

災害応援協定書 

（市町村間） 

災害応援協定  

（新潟県）  

生活排水班 

連絡・調整 

 応援要請 

(下水道のみ) 

連絡・調整 

 

下水道災害対策検討部会 

       生活排水災害時支援ルール（市町村等）   

       下水道災害対策計画  （県・市町村等） 

応援要請 

(下水道のみ) 
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下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール 
 

 
１ はじめに 

平 成 7 年 １月 １７日 発 生 した阪 神 ・淡 路 大 地 震 を契 機 に、大 規 模 な災 害 時 にお

ける下 水 道 事 業 の支 援 体 制 について、基 本 的 な考 え方 、関 係 機 関 の役 割 、情 報

伝 達 等 のルールが、「下 水 道 事 業 における災 害 時 支 援 に関 するルール（以 下 「全

国 ルール」）」として、平 成 ８年 １月 に日 本 下 水 道 協 会 によりまとめられた。  
これを受 け、中 部 ９県 １市 においても、平 成 ９年 ２月 ５日 に「下 水 道 事 業 災 害 時

中 部 ブロック応 援 に関 するルール（以 下 「中 部 ルール」）」が定 められ、平 成 １２年 ７

月 ２５日 には一 部 改 定 を行 った。  
その後 、平 成 １６年 １０月 ２３日 に発 生 した新 潟 県 中 越 地 震 において、全 国 ルー

ル制 定 以 降 、はじめて全 国 的 な支 援 が行 われたが、このときに生 じた課 題 や問 題

点 を踏 まえ、全 国 ルールが大 幅 に見 直 されることとなり、平 成 １９年 ６月 に改 定 され

た。  
そのような中 、平 成 23 年 3 月 11 日 に発 生 した東 日 本 大 震 災 において、大 地 震

や大 津 波 により、管 路 の破 損 、下 水 道 処 理 場 等 の破 損 が生 じるなど、ライフライン

として大 きなダメージを受 けた。  
東 日 本 大 震 災 における支 援 要 請 や支 援 活 動 を教 訓 に、複 数 の都 道 府 県 にま

たがる広 域 支 援 対 応 を念 頭 に「災 害 時 支 援 に関 する検 討 委 員 会 」において「全 国

ルール」の改 正 を平 成 24 年 6 月 に行 った。  
その後 、平 成 28 年 4 月 に発 生 した熊 本 地 震 (前 震 ：4 月 14 日 、本 震 ：4 月 16

日 )は、管 路 の破 損 や下 水 道 処 置 場 等 に損 傷 が生 じ、県 内 外 の自 治 体 や国 、関

連 団 体 などから広 域 的 な支 援 が行 われた。熊 本 地 震 における発 生 後 の対 応 や支

援 等 を踏 まえ、被 災 した自 治 体 、支 援 した自 治 体 及 び関 係 団 体 からのヒアリングや

災 害 時 支 援 ブロック連 絡 会 議 へのアンケート等 を実 施 した結 果 、「災 害 時 支 援 に

関 する検 討 委 員 会 」において「全 国 ルール」の改 正 を平 成 28 年 12 月 に行 った。  
また、「災 害 時 における大 都 市 間 の連 絡 ・連 携 体 制 に関 するルール（以 下 、大

都 市 ルール）」を所 管 する災 害 時 支 援 大 都 市 連 絡 会 議 で審 議 された、大 都 市 間

の支 援 だけでは対 応 できない複 数 県 を跨 がる災 害 発 生 時 （南 海 トラフ地 震 発 生 を

想 定 ）の支 援 に関 する連 携 フロー案 について、災 害 時 支 援 に関 する検 討 委 員 会

において「全 国 ルール」の改 定 を令 和 ２年 １２月 に行 った。  
そのため、これらの地 震 での経 験 及 び全 国 ルールの改 定 等 を反 映 し、中 部 １０

県 ４市 における下 水 道 事 業 の災 害 時 の相 互 支 援 に関 するルールを定 める。  
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２ 基本事項 

（１） 本 ルールは、大 規 模 地 震 等 により、被 災 した自 治 体 独 自 では対 応 できない下

水 道 被 害 が発 生 した場 合 に、中 部 ブロックの下 水 道 事 業 における災 害 時 の支 援

体 制 （以 下 、「下 水 道 支 援 体 制 」という。）により、被 災 自 治 体 の下 水 道 施 設 の被

害 調 査 から復 旧 まで支 援 することを目 的 とする。  
なお、本 ルールにおける支 援 は、全 国 ルール解 説 ８．の応 援 、派 遣 を含 む広 義

の支 援 に関 するものとする。  
 
（２） 災 害 時 に円 滑 かつ迅 速 な対 応 がとれるよう、平 常 時 の体 制 として次 の各 号 にあ

げる機 関 及 び団 体 を構 成 員 とする下 水 道 事 業 災 害 時 中 部 ブロック連 絡 会 （以 下

「連 絡 会 」という。）を設 置 する(別 紙 1 の通 り)。  
ア 中 部 ブロック内 の県 及 び政 令 指 定 都 市 （以 下 「大 都 市 」という。）並 びにブロ

ック連 絡 会 議 で選 出 した代 表 市  
イ 国 土 交 通 省 地 方 整 備 局 （関 東 、北 陸 、中 部 、近 畿 地 方 整 備 局 ）  
ウ 日 本 下 水 道 事 業 団   
エ (公 社 )※１日 本 下 水 道 協 会  
オ その他 関 係 業 界 団 体  
※１ (公 社 )は公 益 社 団 法 人 の略  

 
（３） 下 水 道 支 援 体 制 として、下 水 道 事 業 災 害 時 中 部 ブロック支 援 対 策 本 部 （以 下

「下 水 道 対 策 本 部 」という。）を設 置 する。  
 
（４） 各 構 成 員 は、本 ルールを構 成 員 以 外 の関 係 団 体 に周 知 するとともに、別 途 支

援 体 制 を整 備 し、下 水 道 対 策 本 部 に協 力 するものとする。  
 
（５） 大 都 市 が被 災 を受 けた場 合 は、「下 水 道 災 害 時 における大 都 市 間 の連 絡 ・連

携 体 制 に関 するルール」（以 下 「大 都 市 ルール」という。）による支 援 を優 先 させる。  
 
（６） 下 水 道 支 援 体 制 は、平 成 １９年 ７月 ２６日 に中 部 ９県 １市 ※ 2 の自 治 体 間 で締 結

されている「災 害 時 等 の応 援 に関 する協 定 」（以 下 「親 協 定 」という。）の実 施 に関

し必 要 な事 項 を定 めた「災 害 時 等 の応 援 に関 する協 定 実 施 細 則 」に記 載 されて

いる災 害 応 急 活 動 実 施 機 関 （以 下 「災 害 応 急 活 動 実 施 機 関 」）として位 置 付 ける

ものとし、当 該 ９県 １市 の構 成 員 は、下 水 道 事 業 における災 害 支 援 活 動 実 施 機

関 は下 水 道 対 策 本 部 であることを各 県 市 の防 災 担 当 部 局 等 関 係 機 関 に周 知 す

る。ただし、本 親 協 定 を越 える自 治 体 への支 援 を拒 むものではない。  
※2：中 部 9 県 １市 とは富 山 県 、石 川 県 、福 井 県 、長 野 県 、岐 阜 県 、静 岡 県 、愛

知 県 、三 重 県 、滋 賀 県 及 び名 古 屋 市 である。  
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（７） 親 協 定 にかかわらず、下 水 道 事 業 における支 援 は下 水 道 支 援 体 制 によるもの

とする。  
 
３ 連絡会 

（１） 連 絡 会 の構 成 員 は別 紙 １のとおりとし、この中 から幹 事 及 び副 幹 事 を定 める。な

お、連 絡 会 運 営 の詳 細 については別 に定 める。  
 
（２） 幹 事 及 び副 幹 事 は、次 の各 号 の構 成 員 が行 うものとする。  
  ① 幹 事  
   ア オブザーバー以 外 の県   
  ② 副 幹 事  
   ア 幹 事 及 びオブザーバー以 外 の県  
   イ 大 都 市  
   ウ 日 本 下 水 道 事 業 団  
   エ 業 界 団 体 ※ 3  
   ※3：業 界 団 体 とは（一 社 )全 国 上 下 水 道 コンサルタント協 会 、(一 社 )日 本 下 水

道 施 設 業 協 会 、(公 社 )日 本 下 水 道 管 路 管 理 業 協 会 、(一 社 )日 本 下 水 道 施

設 管 理 業 協 会 のことをいう。  
 
（３） 幹 事 は、体 制 の維 持 に必 要 な事 項 等 について連 絡 調 整 等 を行 うため、構 成 員

による連 絡 会 議 を年 １回 開 催 する。  
 
（４） 連 絡 会 議 で問 題 提 起 された課 題 について検 討 する機 関 として作 業 部 会 を設

置 し、連 絡 会 の下 部 組 織 として位 置 付 けるものとする。幹 事 は、必 要 に応 じて、作

業 部 会 を招 集 することができるものとする。  
 
（５） 幹 事 は、毎 年 度 当 初 に下 水 道 担 当 部 局 の代 表 者 名 、担 当 者 名 、連 絡 窓 口

等 の名 簿 及 び応 援 に提 供 可 能 な資 機 材 車 両 等 の「応 援 資 機 材 リスト」を作 成 し、

構 成 員 に配 布 する。  
 
（６） 幹 事 は、毎 年 、災 害 時 を想 定 した訓 練 や研 修 等 を実 施 する。  
 
（７） 幹 事 及 び幹 事 が指 定 する者 は、全 国 ルール第 ５条 に定 める「全 国 代 表 者 連 絡  

会 議 」に出 席 するものとする。  
 
（８） 被 災 県 が幹 事 の場 合 、副 幹 事 (県 )が幹 事 の業 務 を代 行 できるものとする。  
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４ 下水道対策本部の設置と解散 

（１） 中 部 ブロック各 県 は、次 の各 号 に掲 げる事 態 が管 内 に生 じた場 合 に、下 水 道

対 策 本 部 を原 則 として当 該 県 の本 庁 舎 所 在 地 に設 置 する。  
   なお、下 水 道 対 策 本 部 の組 織 及 び構 成 員 は第 ５項 （１）に示 す。  

① 震 度 ６弱 以 上 の地 震 が発 生 した場 合   
② 震 度 ５強 以 下 の地 震 またはその他 の災 害 が発 生 し、下 水 道 施 設 が被 災 した

自 治 体 から支 援 要 請 を受 けた場 合  
③その他 災 害 が発 生 し、都 道 府 県 が下 水 道 施 設 の被 害 状 況 等 を勘 案 し、ブロッ

ク連 絡 会 議 幹 事 と調 整 の上 、必 要 と判 断 した場 合  
 
（２） 幹 事 は、次 の各 号 に掲 げる事 態 が生 じた場 合 に、必 要 に応 じて当 該 被 災 ブロ

ック連 絡 会 議 幹 事 （複 数 県 に跨 る災 害 発 生 時 の場 合 は、広 域 支 援 調 整 隊 若 しく

は下 水 道 支 援 調 整 チーム）と連 絡 、調 整 を行 い、下 水 道 対 策 本 部 (広 域 )を幹 事

県 に設 置 する。  
① 福 井 県 または滋 賀 県 が被 災 し、近 畿 ブロック対 策 本 部 が設 置 された場 合  
② 他 ブロックからの広 域 支 援 要 請 があった場 合  

 
（３） 本 部 長 は、国 土 交 通 省 と総 合 調 整 の上 、必 要 と判 断 した本 部 員 へ参 集 につ

いて連 絡 するものとする。  
 
（４） 下 水 道 対 策 本 部 は、次 の場 合 に解 散 するものとする。  

①支 援 を要 請 した構 成 員 または他 ブロック連 絡 会 議 幹 事 が下 水 道 対 策 本 部 の

解 散 要 請 を行 った場 合  
②本 部 長 が、被 災 した自 治 体 の復 旧 状 況 等 を勘 案 し、当 該 自 治 体 と協 議 し下

水 道 対 策 本 部 による業 務 の必 要 が無 くなったと認 める場 合  
 
（５） 下 水 道 対 策 本 部 を解 散 する場 合 、本 部 長 は、被 災 自 治 体 における復 旧 に向

けての対 応 状 況 等 必 要 な事 項 を整 理 し、(公 社 )日 本 下 水 道 協 会 に解 散 後 の業

務 を引 き継 ぐものとする。  
 
（６） 本 部 長 は、本 項 （１）、（３）、（４）②及 びその他 支 援 の実 施 に必 要 な事 項 につい

て、別 紙 ２の連 絡 系 統 に従 い、幹 事 （幹 事 が被 災 県 の場 合 は副 幹 事 県 ）及 び被

災 県 所 管 の地 方 整 備 局 を経 由 して国 土 交 通 省 水 管 理 ・国 土 保 全 局 下 水 道 部

に速 やかに連 絡 するものとする。  
 
（７） 中 部 ブロック各 県 は、管 内 に震 度 ５弱 以 上 の地 震 が発 生 した場 合 は、下 水 道

対 策 本 部 が設 置 されない場 合 でも被 害 の有 無 にかかわらず、別 紙 ２の連 絡 系 統

に従 い、幹 事 （幹 事 が被 災 した場 合 は副 幹 事 県 ）に被 害 状 況 等 を連 絡 するもの
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とする。  
 
（８） 幹 事 （幹 事 が被 災 した場 合 は副 幹 事 県 ）は、支 援 の実 施 に必 要 な事 項 につい

て、別 紙 ２の連 絡 系 統 に従 い、構 成 員 （ただし、本 項 （６）に基 づく連 絡 を受 けた場

合 は、本 部 長 が連 絡 した者 以 外 の構 成 員 ）及 び大 都 市 連 絡 窓 口 に連 絡 するもの

とする。  
 
 
５ 下水道対策本部の組織 

（１） 下 水 道 対 策 本 部 の組 織 は、次 の各 号 に掲 げる者 をもって構 成 する。  
①下 水 道 対 策 本 部 長 (以 下 「本 部 長 」という。)  

被 災 した区 域 を所 管 する県 の下 水 道 担 当 課 長  
なお、本 部 長 として速 やかな対 応 が困 難 であると認 められる場 合 、第 ５項 （３）に

規 定 する支 援 調 整 隊 の隊 長 がサポートすることとする。  
②下 水 道 対 策 副 本 部 長 (以 下 「副 本 部 長 」という。) 

ア 幹 事 、副 幹 事 の下 水 道 担 当 課 長 また、幹 事 は総 括 副 本 部 長 となり、副 本

部 長 との連 絡 調 整 を行 うものとする。  
イ 本 部 長 が必 要 と認 めた者  

③下 水 道 対 策 本 部 員 (以 下 「本 部 員 」という。)  
ア ①、②を除 く別 紙 １の構 成 員  
イ 本 部 長 が必 要 と認 めた者  

④下 水 道 対 策 特 別 本 部 員  
ア 国 土 交 通 省 (応 援 活 動 の総 合 調 整 等 )  
イ 地 方 整 備 局 (情 報 の集 約 )  
 

（２） 中 部 ブロック内 では対 応 が困 難 で、広 域 的 な支 援 （以 下 「広 域 支 援 」という。）

が必 要 な場 合 、国 土 交 通 省 と総 合 調 整 の上 、本 部 長 は次 の各 号 に揚 げる者 を

本 部 員 に追 加 する。  
①大 都 市 連 絡 窓 口  
②他 ブロック連 絡 会 議 幹 事  
③災 害 時 支 援 活 動 の経 験 を有 する都 市 （以 下 「アドバイザー都 市 」という。）  

 
（３） 本 部 長 は、被 災 状 況 等 を踏 まえ、被 災 したブロック以 外 の広 域 支 援 調 整 等 の

下 水 道 対 策 本 部 の業 務 を円 滑 かつ迅 速 に実 施 するため、第 ６項 （４）に基 づき国

土 交 通 省 と総 合 調 整 の上 、下 水 道 対 策 本 部 内 に支 援 調 整 隊 を設 置 することが

できる。  
    なお、その隊 長 は、下 水 道 対 策 本 部 に参 集 した国 土 交 通 省 の職 員 が担 うもの

とし、その隊 員 は、隊 長 が指 名 するものとする。  
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（４） 下水道対策本部の事務を処理するため、本部内に事務局を置く。下水道対策本部の事務

局員は、本部構成員の属する組織及び団体の職員で構成する。 

なお、本部長は、本部事務の処理に関して、必要に応じて作業部会を事務局内に設置す

ることができるものとする。 

 

（５） 下水道対策本部の構成員は、原則として、構成員の属する組織・団体の身分及び費用によ

る支援活動とする。 
 
６ 下水道対策本部の業務 

（１） 本 部 長 は、別 紙 ２の連 絡 系 統 に従 って構 成 員 と連 絡 調 整 を図 り、下 水 道 対 策

本 部 の指 揮 をとるものとする。また、総 括 副 本 部 長 と協 議 し、本 部 業 務 の役 割 分

担 を速 やかに決 定 し、その役 割 を総 括 副 本 部 長 経 由 で本 部 構 成 員 に連 絡 する

こととする。  
 
（２） 下 水 道 対 策 本 部 の業 務 は、次 の各 号 に掲 げるものとし、国 土 交 通 省 と総 合 調

整 の上 、災 害 の規 模 等 に応 じて必 要 な業 務 を遂 行 する。なお、本 部 長 の業 務 を

行 う際 は、二 次 災 害 等 が発 生 しないよう安 全 に十 分 留 意 するものとする。  
①下 水 道 対 策 本 部 の設 置 、解 散 に関 すること  
②被 災 状 況 及 び応 急 対 応 状 況 等 の取 りまとめに関 すること。  
③関 係 方 面 への情 報 提 供 に関 すること。  
④ブロック内 被 災 自 治 体 への支 援 に関 すること。  

ア 被 災 自 治 体 からの支 援 要 請 のとりまとめ  
イ 支 援 可 能 体 制 の把 握  
ウ 支 援 計 画 の立 案  
エ 中 部 ブロック構 成 員 への支 援 要 請  
オ 中 部 ブロック以 外 のブロック、大 都 市 への支 援 要 請   
カ 前 線 基 地 の設 置 及 び支 援 隊 の指 揮  
キ 被 災 住 民 に対 する自 治 体 の広 報 に関 する連 絡 調 整 及 び支 援  
ク 調 査 資 料 及 び災 害 査 定 関 係 調 書 等 の作 成 に係 る指 導 ・協 力  

⑤広 域 支 援 に関 すること。（他 ブロックへの支 援 ）  
ア 被 災 した他 ブロック対 策 本 部 との連 絡 調 整  
イ 中 部 ブロック構 成 員 の支 援 可 能 体 制 の把 握  
ウ 中 部 ブロック構 成 員 への支 援 要 請    
エ 国 土 交 通 省 と総 合 調 整 の上 、災 害 時 支 援 の経 験 を有 する都 市 をアドバイ

ザー都 市 として支 援 要 請  
   ⑥大 都 市 ルールとの調 整 に関 すること。  

⑦その他 支 援 の実 施 に必 要 な事 項  
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（３） 本 部 長 は、下 水 道 対 策 本 部 会 議 の招 集 等 必 要 な措 置 をとる。  
 
（４） 特 別 本部員は、対策本部、被災した自治体及び支援する自治体等と連携を図り、災害支

援が円滑かつ迅速に実施できるよう総合調整を行うものとする。 
 

７ 支援体制の確立 

（１） 下水道対策本部は、被災の状況等を総合的に勘案し、県を通じてブロック内の自治体に支

援活動可能体制の報告依頼を行うものとする。 

 

（２） 支援活動可能体制の報告依頼を受けた自治体は、支援活動の可否を検討し、支援活動可

能体制を、速やかに県を通じて下水道対策本部に報告するとともに、概略の支援人員、支援

期間及び帯同可能な資機材等について報告するものとする。 

 

（３） 下水道対策本部は、支援可能な自治体の支援人員等と被災状況を勘案し、国土交通省と

総合調整の上、調査体制や復旧方針等の支援計画を立案し、県を通じて支援する自治体に

支援体制調整結果を連絡するものとする。なお、支援計画の立案にあたっては、関係団体等

の支援についても検討し、必要に応じて支援要請をするものとする。 

また、要請は原則として文書により行うものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合は、電

話又はファクシミリ等により要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。 

 

（４） 広域支援を実施する場合、下水道対策本部は、国土交通省と総合調整の上、被災したブ

ロック以外のブロック連絡会議幹事及び大都市連絡窓口を経由して前各項の規定に基づき支

援体制を確立するものとする。 

 
８ 応援活動 

（１） 応援する自治体は、被災した自治体と災害対策基本法第 67 条、第 68 条または第 74 条等

に基づく合意をした上で、必要な応援人員、応援期間及び帯同可能な資機材等の調整・調達

等を行い、被災した自治体に応援を行うものとする。 

 

（２） 応援活動に当たっては、被災した自治体の指揮のもと、下水道対策本部とも緊密に連絡を

とりながら、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意し、円滑、迅速かつ臨機応変に応援

活動を実施する。なお、実施の詳細については、（公社）日本下水道協会発行の最新の「下

水道の地震対策マニュアル」を参考にする。 

 

９ 前線基地 

（１） 下水道対策本部は、被災した自治体と調整のうえ、応援隊の受入場所、活動拠点として、

現地に前線基地を設けることができる。 
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（２） 応援隊の前線基地は、被災した自治体地内の終末処理施設等に設置することを原則とす

る。ただし、これにより難い場合は、その周辺の市町村地内に設置する。 

 

（３） 応援活動の統一、情報混乱の回避等のため、応援隊の前線基地内に、現地応援総括者を

置く。なお、同一の前線基地に複数の自治体の応援隊が入る場合は、下水道対策本部が現

地応援総括者を指名する。 

 

（４） 現地応援総括者は、下水道対策本部との連絡調整を行うとともに、円滑かつ迅速な応援活

動が行われるよう応援隊を総括する。また、現地応援総括者は、被災した自治体及び応援す

る自治体との連絡調整についても配慮するものとする。 
 

１０ その他 

（１） 被災した自治体は、下水道対策本部に対して、被災情報、現地情報を可能な限り提供する

とともに、応援隊に対して被災情報や下水道台帳等を提供する。また、現地への誘導等を可

能な限り行うものとする。 

 
（２） 応 援 活 動 に要 する経 費 は、原 則 として、災害対策基本法第 92 条の規定により、応援

を受けた自治体が負担する。 

 
（３） 下水道対策本部は、被災した自治体が地方自治法第252条の17に基づく職員の派遣を必

要とする場合は派遣の調整業務をできるものとする。また、下水道対策本部解散後において

は、（公社）日本下水道協会がその業務を引き継ぐものとする。 

 

（４） 災 害 時 支 援 等 の目 的 達 成 のため必 要 があれば、このルールによらず臨 機 応 変

な対 応 をするものとする。  
 また、このルールに定 めがない場 合 及 びルールによりがたい場 合 は、支 援 等 を

受 けた自 治 体 及 び下 水 道 対 策 本 部 構 成 員 が協 議 して決 めるものとする。  
 
（５） 災 害 時 の連 絡 体 制 は別 紙 ２に従 い行 うが、副 本 部 長 (県 )は本 部 長 (被 災 県 )

及 び総 括 副 本 部 長 (幹 事 県 )への連 絡 は不 要 とする。本 部 長 及 び総 括 副 本 部 長

は直 接 代 表 市 へ連 絡 を行 うこととする。  
 
（６） 災 害 時 及 び平 常 時 の連 絡 体 制 において、幹 事 県 はその情 報 の性 質 を考 慮 し

て、全 ての構 成 員 へ一 斉 連 絡 (メール等 )を行 うことができる。  
 
（附 則 ）  
 このルールは、平 成 ２０年 ７月 １５日 から適 用 する。  
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 平 成 ２４年  ８月 ２４日   一 部 改 正  
 平 成 ２９年  ９月  ６日   一 部 改 正  
 平 成 ３０年 １１月  １日   一 部 改 正  
 令 和 元 年  ９月  ４日   一 部 改 正  
 令 和 ４年  11 月  １日   一 部 改 正  
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関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール 

第１章 総 則 

（目的）

第１条 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルールは、「震災時等の相互

応援に関する協定（関東地方知事会協定）」、「２１大都市災害時相互応援に関する協定（大

都市協定）」等に基づく相互応援活動を円滑かつ迅速に実施するため、下水道事業に関し

て「下水道事業における災害時支援に関するルール」（以下「全国ルール」という。）に定

めのあるもののほか、ブロック内の運用に係る取り決め等(以下「ブロックルール」とい

う。)を定め、都県を越える広域的な下水道事業関係者間の支援体制を整えておくことを

目的とする。

（大都市との支援に係る調整）

第２条 大都市及び他の都市が同時に被災した場合には、全国ルール、ブロックルール及び

「下水道災害時における大都市間の連絡･連携体制に関するルール」(以下「大都市ルール」

という。)を調整しながら災害に対処するものとする。 

なお、大都市のみが被災した場合の支援については、大都市ルールを優先させるものと

する。

第２章 平常時の対策

（災害時支援関東ブロック連絡会議）

第３条 下水道施設が被災した際、円滑かつ迅速な対応がとれるよう、全国ルールに基づき

関東ブロックにおいて災害時支援関東ブロック連絡会議（以下「ブロック連絡会議」とい

う。）を設置する。

２ ブロック連絡会議は、次の各号に掲げる機関及び団体をもって構成する。

（１）国土交通省関東地方整備局建政部都市整備課

（２）日本下水道事業団関東・北陸総合事務所施工管理課

（３）ブロック内の都県（オブザーバの県を含む。）

（４）ブロック内の大都市（東京都(区部)、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、 

さいたま市）

（５）ブロック連絡会議で選出した市町村（川口市、八王子市、横須賀市）

（６）（公社）日本下水道協会

（７）（公財）日本下水道新技術機構研究第一部

（８）（一社）日本下水道施設業協会

資料15-9　関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール
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 （９）（公社）日本下水道管路管理業協会関東支部 

 （10）（一社）日本下水道施設管理業協会東部支部 

 （11）東京都管工事工業協同組合 

（12）三多摩管工事協同組合 

 （13）（一社）全国上下水道コンサルタント協会  

＊（公財）は公益財団法人の略、（一社）は一般社団法人の略、（公社）は公益社団法人の略

である。以下、同様とする。 

 

３ 都県は、被災時に円滑かつ迅速な対応がとれるよう、管内の下水道事業を実施している

市町村の災害時緊急連絡網を作成するとともに、市町村及び下水道関係団体等に対して

全国ルール、ブロックルール及びブロック連絡会議等の内容について、十分周知するもの

とする。 

 

４ ブロック連絡会議構成員は、緊急時を想定してそれぞれの支援体制、情報連絡体制及び

災害支援時に提供可能な資機材をリストアップし、その整備に努めるものとする。 

 

（ブロック連絡会議幹事） 

第４条 ブロック連絡会議に、ブロック連絡会議幹事を置く。なお、ブロック連絡会議幹事

は都県をもって充て、東京都、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県及び

山梨県の輪番制とし、任期は原則として１年とする。ただし、再任は妨げない。また、幹

事職務を代行するために副幹事を置く。なお、副幹事は東京都及び次年度幹事とする。 

 

２ ブロック連絡会議幹事は、原則として年１回ブロック連絡会議を開催し、全国ルール第

４条第２項の各号に定めのあるものについて、協議・調整等を行い、ブロック構成員に周

知する。 

 

３ ブロック連絡会議幹事は、情報連絡等の訓練について、企画、調整及び実施し、副幹事

（次年度幹事）は当該年度の情報連絡訓練の実施要綱などを作成するものとする。 

 

４ ブロック連絡会議幹事及び幹事が指定する者は、全国ルール第５条に定める「災害時支

援全国代表者連絡会議」に出席するものとする。 

 

（ブロック連絡会議議長） 

第５条 ブロック連絡会議にブロック連絡会議議長を置く。なお、ブロック連絡会議議長は

ブロック連絡会議幹事都県の下水道担当課長をもって充てる。 
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２ ブロック連絡会議議長は、ブロック連絡会議を進行し、ブロック連絡会議の会務を総理

する。 

 

（ブロック連絡会議事務局） 

第６条 ブロック連絡会議の事務局は、ブロック連絡会議幹事都県に置く。 

 

（企画調整部会） 

第７条 ブロック連絡会議に企画調整部会を置く。企画調整部会の構成は、ブロック連絡会

議構成員の都県とする。 

 

２ 企画調整部会は、ブロック連絡会議の議題、日程等を決定するほかブロック連絡会議の

運営に関する協議・調整を行うものとする。 

 

第３章 下水道対策本部 

 

（下水道対策本部の設置） 

第８条 都県は、全国ルール第６条に規定された次の事態が管内において生じた場合に、下

水道対策本部を設置し、その場合は、ブロック連絡会議幹事及び関東地方整備局を経由し

て国土交通省水管理・国土保全局下水道部に速やかに連絡し、その後下水道対策本部長は、

災害時緊急連絡網により連絡する。 

（１）震度６弱以上の地震が発生した場合 

（２）震度５強以下の地震またはその他の災害が発生し、下水道施設が被災した自治体か

ら支援要請を受けた場合 

（３）その他の災害が発生し、都県が下水道施設の被災状況等を勘案し、ブロック連絡会

議幹事と調整の上、必要と判断した場合 

 

（下水道対策本部の組織） 

第９条 下水道対策本部の組織は、被災した区域の次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 （１）下水道対策本部長 

   原則として、被災した区域を所管する都県の下水道担当課長 

 （２）下水道対策本部員 

   ア 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所施工管理課長 

   イ ブロック連絡会議幹事の下水道担当課長。なお、ブロック連絡会議幹事が被災し

速やかな対応が困難であると認められる場合は、ブロック連絡会議副幹事が代行

する。 

   ウ ブロック内の大都市の下水道担当課長 
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   エ ブロック連絡会議で予め選出する都県の下水道担当課長及び市町村の下水道担

当局部長 

   オ 第３条第２項第６号から第 13 号に定める団体が指名する者 

   カ 下水道対策本部長が必要と認めた者 

（３）下水道対策特別本部員 

   国土交通省 

ア 国土交通省 (応援活動の総合調整等 ) 

イ 地方整備局 (情報の集約 ) 

 

２ ブロック内では対応が困難で広域的な支援（以下「広域支援」という。）が必要な場合、

第 11 条に基づく総合調整の上、下水道対策本部長は全国ルール第７条第２項に規定され

ている者について本部員に追加する。 

 

３ ブロック内に複数の下水道対策本部が同時に設置された場合は、ブロック内のその他

の都県の下水道担当課長を支援の調整役として置くことができるものとする。 

 

（下水道対策本部の業務） 

第 10 条 下水道対策本部の業務は、全国ルール第８条第１項各号に規定する事項とし、第

11 条に基づく総合調整の上、下水道対策本部長は本部員に対し、業務の分担を要請する

ことができる。 

  なお、下水道対策本部の業務を行う際は、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意

するものとする。 

 

２ 被災したブロック以外の広域支援が必要な場合、全国ルール第８条第２項各号に規定

する事項を行うものとする。 

なお、（公社）日本下水道協会は主に（２）の「被災したブロック以外のブロックへの

支援調整」に係る連絡調整や、（４）に係る被災直後の状況把握（現地調査）等を行うも

のとする。 

 

３ 下水道対策本部長は、事務を円滑に処理するために、第１１条に基づく総合調整の上、

災害時支援の経験を有する都市をアドバイザー都市として支援要請することができる。 

 

（国土交通省の役割） 

第 11 条 国土交通省は、下水道対策本部、被災した自治体及び支援する自治体等と連携を

図り、災害支援が円滑かつ迅速に実施できるよう総合調整を行うものとする。また、関東地

方整備局は、被災の情報の集約を行うものとする。  
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（支援体制の確立及び応援活動） 

第 12 条 下水道対策本部が実施する支援体制及び応援活動については、全国ルール第 11

条及び第 11 条に規定があるものとする。 

 

（前線基地） 

第 13 条 下水道対策本部は、被災した自治体と調整の上、応援隊の受入場所、活動拠点と

して、現地に前線基地を設けることができる。 

前線基地については、全国ルール第 12 条に規定があるものとする。 

 

２ ブロック連絡会議構成自治体は、前線基地として提供可能な施設をあらかじめリスト

アップし、規模、施設内容、提供可能な機器、期間等を把握しておくものとする。 

 

第４章 その他 

（ブロックルールの改定等） 

第 14 条 ブロックルールの改定等は、ブロック連絡会議で協議し定めるものとする。ただ

し、災害時にブロックルールに定めのない事項について緊急に措置する必要がある時は、下

水道対策本部長の判断で決定できるものとする。 

 

附則 

１ このルールは、平成２０年８月１日から効力を生ずる。 

２ 「下水道事業における関東ブロック災害時支援に関する申し合わせ」、「災害時支援関東

ブロック連絡会議運営要綱」は廃止する。 

３ 平成２２年８月４日 一部改定 

４ 平成２６年５月１６日 一部改定 

５ 平成３０年４月２日 一部改定 
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参考資料－１ 「関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール」フロー 
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置
場
所
：
被
災
都
県
）

【
組
織
体
制
】

＜
下
水
道
対
策
本
部
長
＞

被
災
都
県

＜
本
部
員
＞

被
災
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
幹
事

被
災
ブ
ロ
ッ
ク
内
大
都
市

被
災
ブ
ロ
ッ
ク
内
都
道
府
県
・
市
町
村

対
策
本
部
長
が
認
め
た
者

広
域
支
援
調
整
隊

＜
隊
長
＞
国
土
交
通
省

（
設
置
場
所
：
地
方
整
備
局
）

＜
隊
長
＞
日
本
下
水
道
事
業
団

日
本
下
水
道
協
会

関
係
団
体

※
２

（
広
域
支
援
が
必
要
な
場
合
）

＜
隊
員
＞
支
援
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
幹
事

大
都
市
窓
口

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
都
市
（
下
水
道
対
策
本
部
に
移
行
）

発
災

国
土
交
通
省

連 携

① ② ③

①
「
支
援
活
動
可
能
体
制
の
報
告
依
頼
」

②
「
支
援
活
動
可
能
体
制
の
報
告
」

③
「
支
援
体
制
調
整
結
果
の
連
絡
」

④
災
害
対
策
基
本
法
第

67
条
，
第

68
条
又
は
第

74
条
等
に
よ
る
応
援
要
求

① ② ③ ① ② ③

① ② ③

① ② ③

① ② ③

① ② ③

③

④ ④ ④

下
水
道
支
援
調
整
チ
ー
ム

（
本
省
）

支 援 調 整 役
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